
撮影協力：県立越谷北高等学校新聞部

　選挙当日に冠婚葬祭や仕事の予定がある場合は、期日前投票ができます。詳しくは、広報こしがや3月号
に折り込んでいる｢統一地方選挙のお知らせ｣2面をご覧ください。      ∫選挙管理委員会事務局☎963-9276

埼玉県議会議員一般選挙(東第8区)

自分の未来に、この一票を。

越谷市議会議員一般選挙

期日前投票

投票日時
定数 4人

月　日㈰、7:00～20:004 9 投票日時
定数 32人

月　　日㈰、7:00～20:004 23

会　場
埼玉県議会議員一般選挙期日前投票

日　時
市役所第三庁舎1階会議室 4月1日㈯～8日㈯、8:30～20:00

北部市民会館1階ロビー

サンシティ2階

東武スカイツリーライン
新越谷駅1階自由通路

4月1日㈯～4日㈫、9:00～19:00
5日㈬～7日㈮、9:00～20:00
8日㈯、9:00～17:00

イオンレイクタウンkaze3階
イオンホール

会　場
越谷市議会議員一般選挙期日前投票

日　時
市役所第三庁舎1階会議室 4月17日㈪～22日㈯、8:30～20:00

北部市民会館1階ロビー

サンシティ2階

東武スカイツリーライン
新越谷駅1階自由通路

4月17日㈪・18日㈫、9:00～19:00
19日㈬～21日㈮、9:00～20:00
22日㈯、9:00～17:00

イオンレイクタウンkaze3階
イオンホール

＊候補者情報および選挙公報は市ホームページを
　ご覧ください

＊候補者情報および選挙公報は市ホームページを
　ご覧ください

統一地方選挙

　県立越谷北高等学校新聞部の皆さんは、
若い世代に政治や選挙への関心を高めても
らうため、選挙管理委員会事務局の職員に
取材を行いました。さまざまな質問をしな
がら選挙について学びました。
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令和5年（2023年）4月1日発行

　新型コロナウイルスの感染拡
大を防止するため、催し等の内
容に変更が生じる場合がありま
す。かぜのような症状がある場
合は催し等への参加をお控えく
ださい。掲載している内容は3
月29日時点のものです。
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所

令和5年度予算の概要
｢いのちと暮らしを守る｣・｢子どもが輝く社会に｣・｢越谷の未来を創る｣

の実現に向けて

総額 1,946億9,930万円
一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計

一般会計予算

特別会計予算

∫財政課☎963-9115

一般会計 1,118億円           (前年度比5.5％増)
特別会計 593億5,400万円 (前年度比1.3％増)
病院事業会計 133億5,140万円 (前年度比0.1％減)
公共下水道事業会計 101億9,390万円 (前年度比3.2％減)

総額 1,946億9,930万円 (前年度比3.3％増)

歳出(性質別)の内訳歳入の内訳

市税
482億4,400万円
43.2％（3.9％）

繰入金
69億4,271万円
6.2％（78.7％）

諸収入
32億106万円  2.9％（6.5％）

使用料および手数料
14億6,708万円  1.3％（0.1％）

国庫支出金
205億478万円
18.3％（▲1.3％）

扶助費
312億3,184万円
27.9%(1.9%）

人件費
221億4,719万円
19.8%（0.2%）

公債費
77億8,353万円
7.0%（1.1%）

普通建設事業費等
(災害復旧事業費含む）

111億5,788万円
10.0%(32.0%）

物件費
207億9,448万円
18.6%（11.5%）

補助費等
101億4,439万円
9.1%（1.9%）

繰出金
78億2,150万円
7.0%（0.4%）

維持補修費
4億2,906万円
0.4%（5.5%） その他

2億9,013万円
0.2%（2.9%）

市債
81億6,380万円
7.3％（▲0.7％）

地方消費税交付金
78億円

7.0％（8.3％）

県支出金
73億9,468万円
6.6％（▲1.3％）

地方交付税
42億円  3.8％（7.7％）

その他
38億8,190万円  3.4％（7.1％）

市民税
237億6,200万円
固定資産税
186億8,200万円
市たばこ税
22億3,000万円
都市計画税
23億9,000万円
など

一般会計
歳入

1,118億円

一般会計
歳出

1,118億円

＊歳入・歳出ともに表示単位未満を四捨五入しているため、各費目の合計が合計値と一致しない場合
があります。％は構成比、カッコ内は対前年度比

市民１人当たりの市税負担額は、14万444円

市民１人当たりの予算額は、32万5,464円

9万920円 6万4,473円 2万2,659円 3万2,482円 6万535円 5万4,395円

福祉サービス
に

職員の給与や
議員報酬など
に

市の借入金の
返済に

学校、道路、
公園等の建設
などに

委託料や光熱
水費などの管
理費に

その他
(負担金や貸付、
補修費用などに)

6万9,174円 5万4,386円 1,354円 6,492円 2,081円 6,957円

市債（借入）残高
市債

　学校や道路、公園など
を整備するための借入金
を市債と言い、返済義務
が発生します。市債には、
公共事業を実施するため
の通常債と、臨時財政対
策債など国の施策による
特例債があります。

　特定の歳入歳出を、
一般の歳入歳出と区
別して経理するため
の会計です。　　

歳出（目的別内訳）

＊表示単位未満を四捨五入しているため、各費目
の合計が合計値と一致しない場合があります

款　名 予  算  額 構成比（％） 対前年度比（％）
5億8,399万円

118億8,273万円
521億2,676万円
113億7,413万円

6,932万円
8億2,565万円
4億2,208万円
92億7,593万円
40億170万円

133億1,515万円
1万円

77億8,353万円
1,901万円

1億2,000万円
1,118億円

0.5
10.6
46.6
10.2
0.1
0.7
0.4
8.3
3.6
11.9
0.0
7.0
0.0
0.1

100.0

▲ 1.0
16.3
1.5
6.3

▲ 2.5
37.6
▲ 2.6
1.6

▲ 0.5
20.5
0.0
1.1

▲ 28.0
0.0
5.5

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災害復旧費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
合 計

　歳入では、市税の増収が見込まれますが、本
市でも人口減少の局面を迎え、今後、税収の伸

びを期待することは難しい状況です。
　歳出では、エネルギー価格の上昇による光熱費の高騰、社会保障関連

経費の増加、新型コロナウイルス感染症、自然災害や公共施設等の老朽
化などに対応するとともに、｢第5次総合振興計画｣の着実な推進と、｢い
のちと暮らしを守る｣、｢子どもが輝く社会｣、｢越谷の未来を創る｣の実現
に向けた予算としました。

＊市民1人当たりの額は、令和5年3月1日時点の総人口(343,510人)を基準に算出

市民税 固定資産税 軽自動車税 市たばこ税 事業所税 都市計画税

R2R1 R3 R4
（見込み）

R5
（見込み）

年度

702億円

256
億円

446
億円

307
億円

453
億円

306
億円

478
億円

306
億円

463
億円

330
億円

446
億円

760億円 784億円 769億円 776億円
通常債 特例債

歳出を目的別に
見てみると…　　

特別会計 対前年度比（％）

306億5,000万円

50億円

212億4,000万円

3,500万円

4,000万円

20億円

3億8,900万円

593億5,400万円

▲ 1.2

4.2

2.5

▲ 10.3

▲ 20.0

22.7

49.6

1.3

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

母子父子寡婦福祉資金貸付金

東越谷土地区画整理

西大袋土地区画整理

公共用地先行取得

計
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

事 業 者 イベント講座・教室

令和5年度の主な事業

｢越谷の未来を創る｣取り組み

　シティプロモーションに関するアクションプランを策定
し、本市のさまざまな魅力を地域内外に計画的に発信する
ことで、郷土愛の醸成や市の知名度向上を図り、持続可能
なまちの推進を図ります。

　シティプロモーション推進事業 1,424万円

｢子どもが輝く社会｣への取り組み

　レイクタウン地区の子育てサロン(出張ひろば)の開催回
数を週1回から週2回に増やします。

　子育て支援事業 5,070万円

　子どもたちが健やかに育つ環境を整えるため、(仮称)緑
の森公園保育所の整備を進めます。

　(仮称)緑の森公園保育所整備事業 5億42万円

　子どもたちが自由な発想で遊び、作りあげていく遊び場
｢プレーパーク｣の移動型拠点施設とするための車両を購入
します。

　プレーパーク運営費 819万円

　小・中学校の特別教室からも、ネットワークに接続でき
るようアクセスポイントを設置します。

　校内系ネットワーク運用事業 9億7,480万円

｢いのちと暮らしを守る｣取り組み

その他の主な事業

　最高デジタル責任者を設置し、各種申請手続きのオンラ
イン化による市民の利便性向上や、AI・RPA等を活用した
業務の効率化などに取り組みます。

　総合行政情報化推進事業 2,062万円

　｢2050年二酸化炭素排出実質ゼロ｣に向けて、エネルギー
マネジメントの基本的枠組みの検討と、脱炭素コンソーシ
アムの運営を行います。

　地球温暖化対策推進事業 2,042万円

　地域で活躍する企業のプロモーションを実施し、認知度
向上による企業間のマッチングや市民とのつながりによる
雇用確保に取り組みます。

　ものづくり産業育成事業 320万円

　レイクタウンの大相模調節池においてイベント等を実施
し、水辺を活用する機運の醸成を図ります。また、第二期
観光振興計画を策定します。

　観光推進事業 8,368万円

　本市に適した公共交通の形を検討するため、｢持続可能
な公共交通に関するアンケート調査｣を実施します。

　公共交通事業 965万円

　令和5年度に実施する事業の予算と主な内容をお知らせします
(1万円未満は四捨五入)。

　障がい者が安心して地域での生活を送るための新たな役
割を、現行の障がい者等相談支援センターに追加して｢基
幹相談支援センター｣とし、相談業務の機能強化を図りま
す。

　地域生活支援拠点事業 8,331万円

　加齢性難聴高齢者に対し、
補聴器の購入費用の一部を助
成します。

　日常生活支援事業 150万円

　介護者の現状と支援ニーズを把握するための実態調査を
実施します。

　家族介護支援事業 2,750万円

　複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防行財政
の合理化・効率化を図るため、越谷市、三郷市、吉川松伏
消防組合、春日部市、草加八潮消防組合において、消防指
令に関する事務を共同で管理・執行します。

　消防指令業務共同運用事業 2,280万円

　(仮称)共同消防指令センター建設のための整備を行いま
す。

　共同消防指令センター整備事業 5億700万円

　安全・安心で快適な教育環
境の確保および災害時の避難
所における夏の暑さ対策のた
め、小・中学校の屋内運動場
および武道場に空調設備を順
次設置します。

　屋内運動場等空調設備設置事業 9億4,070万円

　小・中学校の校舎および屋内運動場を順次LED照明に切
り替えます。

　小中学校施設改修費 11億7,470万円

　しらこばと運動公園競技場の日本陸上競技連盟第3種公
認の再取得に向けて、改修および備品整備を行います。

　屋外体育施設管理運営費 4億6,878万円

　緊急事態措置等の際に、障がい者施設、高齢者施設、障
がい児施設における新型コロナウイルス感染症の拡大を防
止するため、施設従事者等に
抗原検査を実施します。ま
た、感染症の発生予防・まん
延防止を図るため、患者への
対応、健診、検査、相談、啓
発、医療費の助成を行いま
す。併せて、感染症患者対応
に係る体制を維持します。

　感染症対策事業 7億4,169万円
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　令和5年(2023年)3月定例市議会をご招集申し上
げましたところ、議員の皆様にはご健勝のうちに
ご出席をいただきありがとうございます。
　本定例市議会は、新年度の事業を執行する予算
案をはじめとする議案をご審議いただきますが、
市長としての施政方針を申し述べ、議員の皆様、
そして市民の皆様のご理解とご協力を賜りますよ
う切にお願い申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の世界的な流
行から3年が経過し、この間、市民の皆様、事業
者の皆様には、感染防止対策に多大なるご理解・
ご協力をいただいておりますことに、厚く御礼申
し上げます。また、医療の最前線で献身的に奮闘
されている医療関係者の皆様に心から感謝と敬意
を表します。
　依然として新型コロナウイルス感染症の収束が
見通せない状況ではございますが、徐々にウィズ
コロナに向けた取り組みが全国的にも実施される
ようになってきました。また、政府は、5月8日か
ら新型コロナウイルス感染症の感染症法の分類を
現在の｢2類相当｣から季節性インフルエンザと同
じ｢5類｣に引き下げることを決定しました。この
引き下げにより、様々な行動制限が緩和され、そ
れ以降は感染状況に十分注意しながら、コロナ禍
前の生活を全面的に取り戻すよう社会全体がシフ
トしていくことになります。本市といたしまして
も、感染防止対策や医療体制の確保等の感染症対
策に全力で取り組むことはもちろん、より一層地
域社会に活気が戻るよう各施策の充実に取り組ん
でまいります。
　令和5年度の予算編成にあたりましては、新型
コロナウイルス感染症への対応をはじめ、少子化
対策や共生社会づくり、地域活性化などの社会課
題の解決に向けた取り組みなど、私が政策の三本
柱として掲げている｢いのちと暮らしを守る｣｢子
どもが輝く社会に｣｢越谷の未来を創る｣の実現に
向け、市民の皆様にとって真に必要な行政サービ
スを提供するべく、限られた財源の効率的・効果
的な配分に努めたところです。
　このような編成方針のもと、令和5年度の越谷
市一般会計予算は、対前年度比5.5％増の1,118億
円、さらに各特別会計、病院事業会計と公共下水
道事業会計を合わせた全会計の予算総額は、対前
年度比3.3％増の1,946億9,930万円で編成いたしま
した。
　それでは、第5次越谷市総合振興計画の大綱分
野に沿って、主要な施策を申し述べさせていただ
きます。

　越谷市自治基本条例の趣旨にのっとり、市民一

人ひとりが尊重され、市民が主役の住みよい自治
のまちづくりをさらに推進してまいります。
　市政への市民参加については、私が直接市民の
皆様からご意見をいただき、その声を市政に反映
させることを目的とした懇談会事業｢ホンネ deこ
しがや　～市長と話そう越谷の未来！～｣を実施
してまいります。
　自治会振興事業については、自治会連合会等に
対して自治会振興交付金を交付し、自治会の育成
と円滑な運営に資する取り組みを積極的に支援す
ることにより、地域における市民相互の連帯感を
高め、自治意識の向上等を図ってまいります。
　コミュニティ活動推進事業については、越谷市
コミュニティ推進協議会等に対して助成金を交付
し、地域におけるコミュニティ活動や各地区の特
性、魅力を活かした特色あるまちづくりを推進し
てまいります。
　地域コミュニティ活動の拠点となる地区セン
ター・公民館については、適正な維持管理と運営
に努めるとともに、新たな大袋地区センター・公
民館の整備に向け、引き続き基本設計・実施設計
を行ってまいります。
　市民活動の推進については、令和4年度に実施
した自治体版クラウドファンディングによる寄附
金を活用し、NPO等の市民活動団体の運営等を
支援してまいります。
　情報発信については、市民の皆様が市政に関す
る情報をスムーズに得られるよう、多様な広報媒
体を利用し分かりやすく情報を発信してまいりま
す。
　人権推進事業については、第3次越谷市人権施
策推進指針に基づき、関係機関と連携し、人権教
育・啓発に関する様々な施策を推進してまいりま
す。また、令和3年度からスタートした越谷市
パートナーシップ宣誓制度に基づき、性の多様性
への理解促進を図り、だれもが自分らしくいきい
きと暮らせる社会の実現を目指してまいります。
なお、令和5年度は、｢埼葛人権を考えるつどい｣
を10月5日に越谷コミュニティセンターを会場に
開催いたします。近隣市町とも十分な連携を図り
ながら、事業を進めてまいります。
　男女共同参画については、第4次越谷市男女共
同参画計画に基づき、男女共同参画支援センター
を拠点として各種施策を進めるとともに、女性・
DV相談支援センターを中心に関係機関と連携を
図り、DV被害者支援のさらなる強化に努めてま
いります。
　国際化推進事業については、越谷市多文化共生
推進プランに基づき、関係機関や関係団体と連携
を図りながら、外国人市民に対するコミュニケー
ション支援や生活支援を行うなど、多文化共生の
まちづくりに取り組むとともに、姉妹都市のオー
ストラリア・キャンベルタウン市との国際交流を
推進してまいります。
　庁舎整備については、｢越谷市民の安全・安心
な暮らしを支える親しみのある庁舎｣の実現に向
けて、引き続き本年夏頃に完成予定の(仮称)市民
協働ゾーンの建設や駐車場などの外構整備に取り
組んでまいります。

　マイナンバーカードについては、社会全体の
DXを実現するために欠かせないツールであるこ
とから、引き続き普及促進に努めてまいります。
　行政のデジタル化については、新たに最高デジ
タル責任者を設置し、各種申請手続きのオンライ
ン化による利便性の向上やAI・RPA等を活用した
業務の効率化などの取り組みをより一層進めてま
いります。

　地域福祉については、地域共生社会の実現に向
けた取り組みとして、複合的な課題を抱える方と
その世帯に対する相談支援、社会とのつながりを
回復するための参加支援、交流できる場や居場所
の確保等の地域づくりに向けた支援を一体的に実
施し、包括的な支援体制の充実を図ってまいりま
す。
　介護や看病などが必要な家族や身近な人の世話
をする、いわゆるケアラーに対する支援について
は、当事者が抱える課題等を把握するための実態
調査を実施するとともに、相談窓口や支援制度の
一層の周知を図ってまいります。
　健康づくり推進事業については、健康体操教室
や生活習慣病予防セミナーをはじめとする健康づ
くり事業や各種健康診査・検診を通じて、市民・
関係団体・行政が一体となった市民の皆様の健康
づくりを推進してまいります。また、健康分野に
おいて、令和5年度当初に公表が予定されている
国の｢健康日本21｣を踏まえ、本市の実態に即した
越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画｢いき
いき越谷21｣の改定を進めてまいります。
　母子保健事業については、国の出産・子育て応
援交付金事業の趣旨を踏まえ、妊婦・子育て家庭
に対し、伴走型相談支援と経済的支援を一体とし
た事業を実施してまいります。
　予防接種事業については、新型コロナウイルス
ワクチン接種の体制整備等に万全を期するほか、
子宮頸がんを予防するHPVワクチンの個別勧奨
と接種を進めてまいります。
　地域医療については、看護師等の人材確保や救
急医療・在宅医療体制の充実を図るとともに、大
規模災害や新たな感染症等の健康危機に備え、引
き続き医療関係団体等と連携し、効果的かつ効率
的な医療提供体制の整備に努めてまいります。
　市立病院については、関係機関や地域医療機関
と緊密な連携を図り、地域の基幹病院として新型
コロナウイルス感染症に的確に対応し、限られた
医療資源を効果的に活用しながら、持続的かつ安
定的な医療の提供に努めてまいります。
　保健所については、新型コロナウイルス感染症
に対して、保健所業務の継続的・安定的な運営体
制を維持することにより、感染の拡大防止と感染
者支援の充実を図ってまいります。また、精神保
健分野において、令和4年10月に見直しが行われ
た国の自殺総合対策大綱を踏まえ、本市の実態に
即した越谷市いのち支える自殺対策推進計画の改
定を進めてまいります。
　子ども家庭支援については、子どもの見守り及
び相談体制の強化等を図り、虐待の予防と早期発
見、早期対応に努めてまいります。
　障がい児福祉については、障害者総合支援法に
基づく介護給付や児童福祉法に基づく通所給付な
どを適切に行い、障がいのある子どもと家族を支
援してまいります。
　保育の充実については、待機児童の解消に向
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　過日開催された3月定例市議会で、福田市長が
新年度の市政運営や主な事業について施政方針演
説を行いました。また、教育行政に係る主要施策
などについて、吉田教育長が教育行政方針演説を
行いました。

令和5年度施政方針

大綱2　｢保健、医療、子育て、福祉｣

大綱1　｢市民、人権、行財政運営｣

で

けい



広報こしがや　令和5年（2023年）4月号

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

5
け、民間事業者が運営する小規模保育事業所の開
設等を支援するとともに、事業開始から5年目を
迎える本市独自の｢こしがや｢プラス保育｣幼稚園
事業｣のさらなる定着を図り、保育定員の拡大に
努めてまいります。また、医療的ケアなどの特別
な支援を必要とする児童への保育をはじめとする
多様なニーズにも対応してまいります。
　子どもの安全確保については、認定こども園や
障がい児通所支援事業所等を対象に、送迎バスに
おける置き去り事故を防止するための安全装置の
設置費用や子どもの見守りサービスに係る機器導
入経費を補助するなど、子どもの命を守る取り組
みを進めてまいります。
　公立保育所については、(仮称)緑の森公園保育
所の建設工事を令和6年度にかけて実施してまい
ります。
　学童保育室については、川柳小学校の学校施設
を有効活用し、川柳学童保育室の拡充を図るな
ど、待機児童の解消に取り組むとともに、保護者
の就労支援と放課後児童の健全育成に努めてまい
ります。
　プレーパークについては、事業の拡充に向け
て、自治体版クラウドファンディングを活用し、
移動型拠点施設を整備してまいります。
　障がい者福祉については、地域の社会資源を活
用しネットワークを構築する面的整備型の｢地域
生活支援拠点等｣の運用開始に向けた準備を進
め、障がいのある方が家庭での緊急時にショート
ステイ等を利用できる仕組みを整備するほか、相
談支援事業では、｢地域生活支援拠点等｣の運用に
不可欠なコーディネーター役を担う基幹相談支援
センターの設置を進め、地域の相談支援機能を強
化してまいります。また、地域適応支援事業をは
じめとした就労支援に引き続き取り組んでまいり
ます。
　高齢者福祉については、｢こしがや元気“光齢
者”プロジェクト｣を通じて、生きがいを持って
スポーツや文化活動に取り組むことができる環境
づくりや就業支援に努めるなど、高齢者の社会参
加を推進してまいります。また、市民の皆様が自
ら実施する介護予防活動に対する支援のさらなる
充実を図るとともに、加齢性難聴高齢者に対する
補聴器購入への助成やスマートフォンによる健康
アプリを活用したフレイル予防に取り組んでまい
ります。さらに、高齢者を狙った消費者被害を未
然に防止するため、消費生活講座や出張講座の開
催等による啓発活動や通話録音機器の貸与等を実
施してまいります。
　成年後見事業については、地域の関係機関・団
体等と連携しながら制度の普及・啓発や個別相談
への対応等を行うとともに、後見人となる担い手
の確保を図るため、報酬助成の対象を拡大するな
ど、制度のさらなる利用促進や支援体制の充実に
努めてまいります。
　介護保険事業については、第8期越谷市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護
保険制度の適正な運用と介護保険施設等の整備・
充実、介護人材の確保・育成を通じた介護サービ
スの質の向上に努めるとともに、令和6年度から
令和8年度までを計画期間とする第9期越谷市高齢
者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に取り
組んでまいります。
　国民健康保険については、将来にわたり、だれ
もが必要な医療を安心して受けることができる持
続可能な財政運営を目指し、医療費の適正化や国

民健康保険税の収納率の向上に努めてまいりま
す。また、引き続き特定健康診査の受診率向上や
生活習慣病重症化予防などの取り組みを進め、被
保険者のさらなる健康の保持増進に努めてまいり
ます。

　都市計画については、越谷市都市計画マスター
プランに基づき、持続可能な活力ある都市づくり
に取り組んでまいります。
　南越谷駅・新越谷駅周辺地域については、新た
なにぎわい創出及び地域経済の活性化を図るた
め、地域の核である越谷サンシティの再整備に向
け、実施方針等の策定に取り組んでまいります。
　西大袋土地区画整理事業については、道路など
の都市基盤の整備を円滑に進めながら、良好な居
住環境の形成に向けて健全な市街地の整備を推進
してまいります。
　道路については、主要幹線である都市計画道路
越谷吉川線、川柳大成町線及び健康福祉村大袋線
の整備を推進し、安全で利便性の高い道路網の整
備を進めてまいります。また、橋梁については、
計画的な修繕・補修を進めるとともに、緊急輸送
道路などに架かる橋梁の耐震化を図り、震災時に
おける通行の確保に努めてまいります。さらに、
都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確
保、良好な都市景観の創出を図るため、越谷市無
電柱化推進計画に基づき、千間台駅西口線におけ
る電線類の地中化を推進してまいります。
　道の駅については、道路利用者の利便性の向上
と地域の活性化に資するとともに、災害時の防災
機能など、多面的要素を持つ施設の整備に係る検
討等を行ってまいります。
　公共交通については、越谷市地域公共交通計画
に基づき、公共交通を利用しやすい環境の整備に
取り組むとともに、本市に適した公共交通の取り
組みを検討するため、｢持続可能な公共交通に関
する意見交換会｣を開催し、地域の皆様の声を聴
いてまいります。
　公園や緑地については、市北部地域の緑の拠点
となる平方公園の拡張整備を推進するとともに、
(仮称)西大袋第1号公園など地域に身近な公園の
整備や(仮称)大成町公園の整備に向けた取り組み
を進めてまいります。
　治水対策については、気候変動に伴う水災害が
頻発・激甚化する中、浸水被害のさらなる軽減に
向け、せんげん台駅東口等においてポンプ施設を
整備するとともに、流域の治水安全度向上を図る
ため、平新川調整池などの貯留施設整備を進めて
まいります。
　公共下水道については、汚水の処理と雨水の排
除による生活環境の改善や浸水の防除、さらには
公共用水域の水質保全を図ってまいります。ま
た、越谷市下水道事業経営戦略に基づき、中長期
的な視点に立った計画的な事業運営を行い、経営
基盤の強化に努めてまいります。
　開発行為については、盛土規制法に基づき、宅
地造成等工事規制区域の指定に向けて取り組んで
まいります。
　マンション管理の適正化の促進については、分
譲マンションの管理組合に対して適正な管理を支
援するため、マンション管理士を派遣するととも
に、本市の実情を踏まえ、マンション管理に関す
るマスタープランとなる｢マンション管理適正化
推進計画｣の策定に取り組んでまいります。

　市営住宅については、旧耐震基準で建設された
4つの団地の建て替え等の検討を行い、多様な
ニーズを考慮した適切な住戸を供給し、将来にわ
たり必要な戸数を確保するため、｢市営住宅再整
備基本計画｣の策定に取り組んでまいります。

　環境施策については、越谷市環境管理計画や越
谷市地球温暖化対策実行計画に基づき、新たに小
中学校や地区センターなど75か所で使用する電力
約1,430万kWhを再生可能エネルギー電力に
100％転換するほか、公用車への電気自動車等の
導入を推進するとともに、市内の太陽光発電設備
や蓄電池、電気自動車等の導入支援を進めてまい
ります。また、環境省が行う脱炭素先行地域の選
定に向け調査・検討を進めるとともに、市内の再
生可能エネルギーを地域内で循環させることがで
きるようエネルギーマネジメントのシミュレー
ションを実施し、エネルギーの地産地消の仕組み
の構築に取り組んでまいります。さらに、大気や
水質等の環境モニタリングや有害鳥獣対策の充実
により、安全で快適な生活環境の保全に努めてま
いります。
　廃棄物対策については、資源循環型の地域社会
を目指し、ごみの排出抑制を促すリデュースの取
り組みや使用済みのペットボトルを新たなペット
ボトルとしてリサイクルする｢ボトルtoボトル｣な
ど、4Rを推進し、さらなるごみの減量と資源化
に取り組んでまいります。また、不法投棄などの
不適正処理に対して、監視カメラの設置や職員に
よる巡回パトロールの強化等を実施してまいりま
す。
　災害対策については、越谷市国土強靱化地域計
画をはじめとする各種計画に基づき、ハード・ソ
フト両面からの災害に強いまちづくりを推進する
とともに、自主防災組織への活動支援や防災リー
ダーの養成、避難所開設訓練の実施など、地域防
災力の強化を図ってまいります。また、防災ラジ
オや防災アプリなどを活用した情報発信の充実強
化に努めてまいります。
　消費生活問題については、啓発内容の充実を図
りながら、巧妙化する特殊詐欺や悪質商法の被害
防止に取り組むとともに、成年年齢の引き下げに
よる消費者被害を防止するため、若年者への啓発
活動を実施してまいります。
　消防については、消防活動の拠点となる間久里
分署を建て替えるため、基本設計などを行ってま
いります。また、複雑多様化する消防需要に対応
するため、県内東南部地域の消防指令事務を管理
及び執行する共同消防指令センターの整備に向け
た取り組みを進めてまいります。さらに、水槽付
消防ポンプ自動車などの消防車両の更新や消防ド
ローンの導入を図るなど、災害対応力の向上に努
めてまいります。
　救急については、関係機関と連携を図り、新型
コロナウイルス感染症を含め増加する救急需要に
も対応できるよう救急自動車を増車し、救急搬送
体制を強化するほか、救命効果の向上を図るた
め、公共施設等に設置したAEDの維持管理や応
急手当の普及・啓発に取り組んでまいります。
　消防団については、ホームページや広報紙等を
活用して消防団員の入団促進を図るとともに、消
防団施設の整備、消防車両の更新や消防団員の装
備の充実などに努めてまいります。また、さくら
分団や学生機能別団員に対し、大規模災害発生時

大綱4　｢環境、危機管理、消防｣大綱3　｢都市計画、都市施設、住宅｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうれい

しゃ
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における避難所運営の補助活動に必要な教育訓練
を実施するほか、自主防災組織と連携した取り組
みを進めてまいります。

　産業振興については、市内事業者への支援及び
複雑化する経営課題の解決を目的として、専門的
人材を配置した経営相談窓口の充実を図るととも
に、事業者の状況に応じたデジタル活用支援に取
り組んでまいります。また、新商品の開発や販路
開拓、多様な働き方やDX推進に向けた取り組み
を支援するビジネスパワーアップ補助金を引き続
き交付し、市内事業者の経営革新を支援してまい
ります。さらに、新たな事業を開始するための初
期費用の一部を助成する創業者支援補助金を拡充
し、創業者支援の充実を図ってまいります。
　商業振興については、商店街団体等が新たに実
施する地域商業活性化の取り組みを支援するとと
もに、街路灯や防犯カメラの維持管理など、安
全・安心なコミュニティとしての商業エリアの形
成を図ってまいります。
　工業振興については、企業間連携や雇用確保を
促進するため、地域で活躍する企業のプロモー
ションを実施してまいります。また、地域経済の
活性化を図るため、県企業局と連携し、荻島地区
産業団地整備の事業化に向けた取り組みを進めて
まいります。
　観光の推進については、越谷市観光協会と連携
し、各種観光事業を支援するとともに、令和4年8
月に締結した｢(仮称)大相模調節池河畔水辺活用
に関する基本協定｣に基づき、民間事業者との連
携による大相模調節池の水辺を活用したにぎわい
の創出に取り組むほか、今後の観光振興の指針と
なる越谷市観光振興計画を策定してまいります。
　シティプロモーションについては、市の知名度
向上や郷土愛の醸成を図るため、市の地域資源を
活用し、持続可能なまちの推進を目的としたアク
ションプランを策定してまいります。また、本市
の魅力や特色、住みやすさについて情報発信力を
強化し、PR効果を高めるため、プレスリリース
配信サービスを利用し、分かりやすく情報を発信
してまいります。さらに、引き続き｢こしがやの
未来を創る魅力宣伝大使｣と連携した取り組みを
進めてまいります。
　農業振興については、いちごに続く高収益作物
として｢越谷スカイメロン｣の栽培技術を確立し、
産地化を推進してまいります。また、越谷産農産
物の魅力を効果的に発信し、認知度の向上と消費
拡大に努めてまいります。
　農業従事・後継者の育成支援については、高品
質な農産物の栽培技術を継承し、本市の農業を支
える担い手を確保するため、生産規模の拡大を図
るなど意欲的に農業経営を進める農業者を支援し
てまいります。
　農地については、優良な農地を維持・保全する
ため、農業振興地域制度の適切な運用に努めると
ともに、農地中間管理事業を推進し、効率的で生
産性の高い農業生産基盤の創出に取り組んでまい
ります。
　雇用対策については、多様な働き方に合った就
業支援として、若年者・女性・高齢者などの就業
希望者を対象に就職相談や就職支援セミナーを実
施してまいります。

　教育施策については、総合教育会議などを通じ
て教育委員会と調整を図りながら、第3期越谷市
教育振興基本計画に基づき、総合的かつ計画的に
推進してまいります。
　少人数学級については、小学校全学年における
少人数学級の早期実現に向け、新たに小学校5年
生において35人以下学級を実現してまいります。
　小中一貫型小中学校の整備については、令和9
年度の(仮称)蒲生学園及び(仮称)川柳学園の開校
に向けて、旧蒲生小学校敷地内への小中学校が一
体となった校舎、さらには南中学校敷地内への川
柳小学校高学年校舎の建設準備を進めてまいりま
す。
　学校給食については、保護者及び教職員の負担
軽減を図るため、学校給食費徴収管理システムの
導入に向けた準備を進めてまいります。
　特別支援教育については、特別支援学級の早期
の全校設置に向けた取り組みや通級指導教室の適
切な配置を推進するとともに、特別支援教育支援
員の効果的な配置及び医療的ケアが必要な児童生
徒に係る看護職員の配置に努めてまいります。
　学校環境の整備については、熱中症対策として
避難所ともなる屋内運動場等へ空調設備を計画的
に設置するほか、コロナ禍における学びを継続し
て保障できるよう、学習者端末をはじめとする
ICT機器やオンライン授業の拡充に向けて、ネッ
トワーク環境の高速化等の整備を進めてまいりま
す。
　生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動に
ついては、市民の皆様との協働や関係機関との連
携により、各種講座、大会等を開催してまいりま
す。
　文化財の保存と活用については、令和5年度か
ら運用開始となるデジタルアーカイブの活用事例
を紹介する講演会等を実施し、利活用の促進に取
り組んでまいります。
　体育施設の充実については、しらこばと運動公
園競技場の日本陸上競技連盟第3種公認の更新に
向けた改修工事を実施するとともに、新たな地域
スポーツの拠点となる(仮称)越谷市立地域スポー
ツセンターの整備に引き続き取り組んでまいりま
す。

　以上、大綱分野に沿って申し述べましたが、本
市においても人口の緩やかな減少が見られる中
で、少子高齢化等に伴う社会保障関連経費の増加
や老朽化する道路・橋梁の修繕・補修、公共施設
等の維持・更新に加え、引き続いての感染症への
対応など、多くの行政課題に取り組まなければな
りません。また、昨今の不安定な世界情勢の影響
による物価高などもあり、行政を取り巻く環境は
一層厳しさを増しております。
　現在、私たちの生きている時代は大きな変革期
を迎えています。このような時代にあって私は、
時代の変化にスピーディーかつフレキシブルに対
応することが必要であると考えています。そし
て、今後、越谷市をさらに発展させ、次世代へ引
き継いでいくことこそ、私の果たすべき責務であ
ると考えています。
　このような状況の中、全庁的なDXの推進、事
業手法等の点検・見直しなどにより、効率的かつ
効果的な行財政運営を進め、本市の将来像である
｢水と緑と太陽に恵まれた　みんなが活躍する安
全・安心・共生都市｣の実現に向け、第5次越谷市
総合振興計画前期基本計画の的確な進行管理を行

うとともに、所信表明に掲げた施策を着実に推進
してまいります。
　また、安定的で質の高い行政サービスを市民の
皆様に提供することにより、越谷市に住んでいる
方には、｢住んでいてよかったまち越谷｣｢住み続
けたいまち越谷｣、そしてこれから住まいを決め
る方には、｢住みたいまち越谷｣と感じていただけ
るよう、市政運営に全身全霊を尽くして取り組む
所存でございます。
　議員の皆様、市民の皆様には、限りないご助言
とご指導、そしてご協力を重ねてお願い申し上
げ、私の施政方針とさせていただきます。
　
　
　
　令和4年度は、コロナ禍以降に中止となってい
たお祭りやイベントが開催されるなど、国内でも
徐々にアフターコロナを見据えた社会経済活動の
再開が広がりつつあります。本市におきまして
も、学校における教育活動や文化事業、スポーツ
事業において、新型コロナウイルスへの感染拡大
対策を踏まえ、各種事業を実施いたしました。
　一方で、国際情勢の不安定化や、資源・燃料価
格の高騰、ならびに急激な円安などの複合的要因
に伴う物価の上昇は、私たちの生活にも大きな影
響を与えており、将来の予測が非常に困難な時代
を迎えております。
　このような社会状況の急激な変化の中、教育を
取り巻く環境は、急速な技術革新やグローバル
化、少子高齢化の進展により複雑化、多様化して
おり、今後も様々な教育分野での取り組みが必要
となっております。
　教育委員会では、越谷市の教育大綱である第3
期越谷市教育振興基本計画において、｢生涯学習
社会の実現をめざして｣を基本理念として、だれ
もが夢や希望、目標をもって自己実現を果たすこ
とができるよう、｢生きる力｣の基盤を育むととも
に、生涯にわたり学んだ成果を地域社会に還元で
きるような｢循環型生涯学習社会｣の実現をめざし
ております。学校教育、生涯学習および生涯ス
ポーツの3つの分野でそれぞれ基本目標を掲げ、
地域の皆さまや関係機関と連携しながら、教育施
策の一層の充実を進めてまいります。
　それでは、以下、第3期越谷市教育振興基本計
画の基本目標に沿って主要な施策を申し上げま
す。

　本市の未来を担っていく子どもたちが、自分の
よさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者
を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協
働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな
人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる
ことができるよう、知・徳・体のバランスのとれ
た質の高い学校教育を実現することが求められて
おります。
　このような学校教育を推進するため、6つの施
策の方向である｢9年間を見通した越谷教育を推進
する｣｢確かな学力を育む｣｢豊かな心を育む｣｢健や
かな体を育む｣｢自立する力を育む｣｢質の高い教育
環境を整備する｣を掲げ、以下のとおり重点的な
取り組みを進めてまいります。
　第1期小中一貫教育の5年間の成果と課題を踏ま
え、｢学力の向上・自己肯定感の高揚・学校生活
充実感の高揚｣を目的として、第2期小中一貫教育

令和5年度教育行政方針

基本目標1　｢生きる力を育む学校
教育を推進する｣

大綱6　｢教育、生涯学習・文化、　　
　スポーツ・レクリエーション｣

大綱5　｢産業・雇用、観光｣
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に関する研究指定とICT活用等、新たな教育課題
の解決をめざす研究委嘱を継続して実施してまい
ります。また、各校の研究推進に向け、小中一貫
教育の研究計画の作成や研究授業実践への支援を
行うとともに、各校のホームページを活用し、そ
の取り組みを広く地域に周知するなど、小中学校
9年間を見通した系統的・連続的な取り組みを推
進してまいります。
　さらに、学習指導要領の趣旨に基づくカリキュ
ラム・マネジメントの確立に向けて、各校の取り
組みを深化させる研修を実施するとともに、各種
アンケート等の結果を活用し、効果的な事例を情
報提供するなど、9年間を見通した教育課程の推
進を支援してまいります。特に、学校教育目標に
向けた教科等横断的な授業づくりや地域と連携し
た授業実践、総合的な学習の時間を中心とした探
究的な学習など、特色ある教育課程の実現を推進
してまいります。
　学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを
見守り、育成するため、学校運営協議会と学校応
援団の連携・協働体制づくりの支援を行うなど、
地域住民や保護者等の学校運営への参画を促進
し、コミュニティ・スクールの充実に取り組んで
まいります。
　(仮称)蒲生学園および(仮称)川柳学園の令和9年
度開校に向け、PFI手法を用いながら、新たに旧
蒲生小学校敷地内に小中学校が一体となった校舎
や、南中学校敷地内に川柳小学校高学年校舎の建
設準備を進めてまいります。また、小中一貫校の
整備に向けた協議・調整を行うため、該当する小
中学校の教職員、地域住民および保護者などを構
成員とする学校地域準備会等を開催し、小中一貫
型小中学校の整備を進めてまいります。
　児童生徒の学力の向上を図るため、｢主体的・
対話的で深い学び｣の視点からの授業改善に係る
校内研修の支援や指導資料の周知および活用の推
進を図るほか、カリキュラム・マネジメントの確
立に向けて授業と組織運営の改善を相互に連動さ
せ、児童生徒一人ひとりの資質能力を育成するわ
くわく感のある授業づくりを推進してまいりま
す。
　子どもの多様なニーズに応じるため、指導主事
等による学校訪問を通して｢授業づくり・心づく
り・規範づくり｣に関するブックレットの活用と
周知を図ることをはじめ、自学自習システムやAI
ドリルの活用促進など、個を生かし伸ばす指導の
充実に努めてまいります。
　授業改善に生かすため、国・県の学力調査に加
え、本市独自の｢越谷市検証テスト｣を実施し、分
析結果を踏まえた学校支援に取り組むなど、学力
調査等の活用を推進してまいります。また、テス
ト実施方法の一つとして、タブレット端末の使用
を試行してまいります。
　学習指導要領を踏まえた教育課程を着実に実施
するため、｢主体的・対話的で深い学び｣の実現に
向け、授業づくりのポイントの例示や優れた授業
動画の提供を行い、指導内容・指導方法の改善に
努めてまいります。
　児童生徒の情報収集・発信・基本操作スキル等
の情報活用能力の向上を図るため、ICT活用事例
ハンドブックを作成して教職員研修に取り組むと
ともに、学習支援アプリを中心としたタブレット
端末の活用方法を調査研究し、ICＴ機器を有効に
活用した教育の充実に努めてまいります。
　学習指導要領に基づく小中学校外国語教育の充

実に向け、語学指導助手(ALT)の増員とティーム
ティーチングによる効果的な活用に努めるほか、
外国語に係る指導力向上を目的とした研修会の実
施など、英語力向上のため、英語教育を一層推進
してまいります。
　学習指導要領に示された学校図書館の｢読書セ
ンター｣｢学習センター｣｢情報センター｣としての3
つの役割を具現化し、児童生徒の読書活動を一層
推進するため、専門の資格を有する学校司書を増
員し、効果的に配置するとともに、その資質向上
や司書教諭・学校図書館運営ボランティアとの連
携強化を目的とした研修会を実施するなど、読書
活動を推進してまいります。
　児童生徒の他人を思いやる心や生命を大切にす
る心、規範意識などを育むため、道徳教育振興会
議主催の研修会および授業研究会の開催を支援す
るなど、道徳教育の振興に努めてまいります。
　非行・問題行動の未然防止に向け、きめ細かな
生徒指導を通して児童生徒の自己肯定感を高める
ことができるよう、関係機関との連携を深め、教
員の指導力向上を目的とする研修を実施するな
ど、生徒指導体制の充実に努めてまいります。
　教育相談については、就学やいじめ、ヤングケ
アラーなど原因や内容が複雑化している状況への
適切な対応に向け、小中学校と専任教育相談員や
学校相談員をはじめとする専門職および関係機関
が連携した組織的な相談体制づくりや、相談員の
安定的な人数確保に努めてまいります。また、電
話やSNS、来所等の相談窓口の充実および周知を
図り、不登校や悩みを抱える児童生徒および保護
者への支援に取り組むなど、教育相談体制の充実
に努めてまいります。
　いじめ防止対策の推進については、いじめの早
期発見のための市内全校共通アンケートの実施
や、タブレット端末を活用して児童生徒がより
SOSを発信しやすくなるような相談窓口の運用に
取り組むとともに、関係機関との効果的な連携を
図り、いじめの未然防止・早期発見・早期対応・
早期解消・再発防止に努めてまいります。また、
児童生徒がタブレット端末やスマートフォン等の
機器およびSNSを正しく有効に活用できるよう、
指導主事による教職員や児童生徒、保護者、地域
住民を対象とした出前授業・講座を実施するとと
もに、家庭において親子で学ぶことができる教材
の提供に取り組むなど、情報モラル教育を推進し
てまいります。
　児童生徒が人権について正しく理解し、発達段
階に応じた人権感覚を身に付けられるよう、各校
における人権教育年間指導計画の拡充に向けた学
校支援や教職員の指導力向上を目的とした研修を
実施するなど、学校教育における人権教育を進め
てまいります。
　児童生徒が健康な生活を送るための基礎を培う
ことができるよう、学校歯科医等との連携による
養護教諭等を対象とした研修会や視力低下につい
ての講演会を実施するほか、命の大切さや性の違
いを正しく理解し、互いに尊重し合える関係づく
りをめざした｢生命の授業｣を実施するなど、学校
保健の充実に努めてまいります。
　健全な心身の成長や健康保持を図り、自ら食生
活を管理していく能力を身に付けるため、｢体に
必要な栄養素｣をテーマに、五大栄養素を中心と
して｢不足しがちな栄養素｣を献立に取り入れるな
ど、児童生徒に｢望ましい栄養や食事のとり方｣へ
の理解を深めてまいります。また、学校給食摂取

基準の策定における児童生徒の食事状況調査の結
果を踏まえ、特に不足している栄養素｢カルシウ
ム｣を食育のテーマとし、成長期である児童生徒
へ食に関する指導を実施し、学校給食の充実と食
育の推進に努めてまいります。さらに、保護者お
よび教職員の負担軽減を図るため、学校給食費徴
収管理システムの導入に向けた準備を進めてまい
ります。
　児童生徒一人ひとりが環境問題を自らの問題と
して認識し、持続可能な社会の担い手となるよ
う、学校ビオトープを活用した実践活動の充実
や、デジタル化された小学校社会科副読本｢わた
したちの越谷｣および環境教育資料｢しらこばと｣
の利活用など、環境教育を推進してまいります。
　児童生徒が自らの判断に基づいて行動し安全を
確保できるよう、各校の防災訓練や副読本の内容
を見直して防災学習を支援するとともに、｢学校
防災の日｣における、地域との連携を図った全小
中学校一斉の引き渡し訓練を実施し、自助・共助
の意識を育てる防災教育を行うなど、安全教育の
充実に努めてまいります。
　個別的な教育ニーズのある児童生徒に対応する
ため、専門家による発達支援訪問指導や、専門性
の向上を図る教職員研修を実施してまいります。
また、特別支援学級の早期の全校設置に向けた取
り組みや、通級指導教室の適切な配置を推進する
とともに、特別支援教育支援員の増員と効果的な
配置および医療的ケアを受けることが必要な児童
生徒に係る看護職員の配置に努めるなど、特別支
援教育を推進してまいります。
　いじめやヤングケアラーの早期発見など不登校
の未然防止に向け、スクールソーシャルワーカー
や学び総合指導員を学校へ派遣するとともに、指
導主事による校内相談体制の充実に向けた支援に
取り組んでまいります。また、不登校児童生徒の
教育機会の確保や学びの保障に向け、学校からの
授業配信や適応指導教室の運営、フリースクール
との連携を強化してまいります。さらに、健やか
な成長と社会的自立のために個々の努力を積極的
に評価し、出席の取扱いについて柔軟に対応する
など、不登校児童生徒への支援を行ってまいりま
す。
　経済的理由により就学困難と認められる児童生
徒の保護者に対して就学費用の一部を援助すると
ともに、高校・大学等の入学資金の調達が困難な
保護者に入学準備金の貸付を行い、教育を受ける
機会の確保に努めるなど、多様な就学機会への支
援を行ってまいります。
　日本語指導が必要な児童生徒に日本語学習の機
会を提供するため、日本語指導員を学校へ派遣
し、学校生活における日本語の学習支援や適応支
援を行うほか、日本語指導担当者に対する研修を
実施するなど、効果的な支援体制を構築し、日本
語を母語としない児童生徒への支援を行ってまい
ります。
　幼稚園や保育園から小学校教育へ円滑に接続で
きるよう幼保小連絡会を実施するとともに、小学
校教員を対象に、幼児教育に関する理解を深める
ための情報を提供し、幼児教育の振興に努めてま
いります。
　教職員の指導力を高めるため、教職員個々の経
験年数や本市の課題に応じた研修内容の質の向上
を図るとともに、文教大学と連携して大学の持つ
専門的な教育力を活用し、教職員の資質・能力の
向上を図ってまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つちか

いのち
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　教職員が健康でいきいきと教育活動を行うこと
ができるよう、定期健康診断や健康相談を実施す
るほか、教職員の勤務状況に応じた面接相談に加
え、年2回のストレスチェックを実施するなど、
教職員の心身の健康の保持増進に努めてまいりま
す。
　教職員が児童生徒と向き合う時間を確保し、自
らの専門性を高めることができるよう、｢越谷市
学校における働き方改革基本方針｣に基づき、IC
カードを活用した客観的な時間外在校等時間の把
握に努めてまいります。また、教職員の業務の円
滑な実施に必要な支援に従事する教員業務支援員
(スクール・サポート・スタッフ)を配置し、教職
員の負担軽減を図るとともに、負担軽減検討委員
会の運営やコンサルタントの活用を通じて、教職
員の働き方改革を推進し、学校教育の質の維持向
上に努めてまいります。
　地域との強い絆で結ばれた教育活動を展開する
ため、学校応援コーディネーターや学校応援団担
当教員、学校運営協議会委員を対象とした研修会
を開催するなど、学校応援団の活動のさらなる充
実を図ってまいります。また、地域人材や学生ボ
ランティア等による放課後オンライン学習の支援
体制および部活動外部指導者や部活動指導員によ
る部活動支援体制の整備を行うとともに、休日の
部活動の地域移行に向けて、関係機関と連携を図
り検討を行うなど、地域人材を生かした活動を推
進してまいります。
　児童生徒が安全・安心で快適な学校生活を送る
ことができるよう、老朽化が進む学校の計画的な
改修や省エネルギー対策として照明器具のLED化
工事のほか、熱中症対策として屋内運動場等への
空調設備を計画的に設置してまいります。また、
教育の質の向上のため、学習者用端末をはじめと
するICT機器およびネットワーク環境の高速化等
の整備を進めるなどオンライン学習を推進すると
ともに、情報セキュリティの適切な管理と運用を
図るなど、学習環境の整備と充実に努めてまいり
ます。
　すべての児童に行き届いた教育を一層進めるた
め、国や埼玉県の方針に基づき、小学校5年生に
おいて35人以下学級を実施してまいります。

　子どもから高齢者まで、幅広い世代が生涯にわ
たって自らの能力を高めることができるよう、学
習機会を充実するとともに、その成果を地域社会
に生かすことができる環境づくりをめざしてまい
ります。また、市民が人生をより豊かに生きるこ
とができるよう、地域文化の振興と普及に努めて
まいります。
　生涯学習においては、2つの施策の方向である 
｢生涯にわたる学びを進める｣｢文化活動を充実
し、郷土の歴史を継承する｣を掲げ、以下のとお
り重点的な取り組みを進めてまいります。
　多様化する市民の学習ニーズに対応するため、
市民との協働により、生涯学習フェスティバルや
こしがや市民大学を企画・運営するほか、学習成
果を地域社会やまちづくりに生かすことができる
よう、循環型生涯学習社会の担い手育成の支援に
取り組むなど、市民との協働による生涯学習推進
体制の充実に努めてまいります。
　だれもがライフステージ・ライフスタイルに応
じて主体的に学ぶことができるよう、公民館にお
ける各種学級・講座を開催するなど、多様な学習

機会の充実に努めてまいります。
　科学技術体験センターでは、各ライフステージ
に対し科学技術への関心を喚起し、未来を担う創
造性豊かな人材の育成を図るため、特色ある企画
展などを開催してまいります。また、プロジェク
ションマッピングシステムを利用した非接触型の
科学体験装置の活用をはじめ、小型ロボットによ
る小学校低学年を対象にしたプログラミング授業
や、市内小学校3年生・5年生全児童を対象にした
科学実験工作体験授業の実施のほか、特別な支援
を要する児童生徒へ向けた科学工作体験を実施す
るなど、特色のある事業の充実に努めてまいりま
す。さらに、持続可能な公共サービスを確保する
ため、施設の老朽化による修繕などを実施してま
いります。
　部落差別をはじめとする様々な人権問題に関す
る正しい理解と認識を深め、人権意識の高揚を図
るため、関係機関との連携により講演会や講座等
を開催し、人権教育の普及・啓発に努めるなど、
社会教育における人権教育を推進してまいりま
す。
　だれもが利用しやすい図書館をめざすため、電
子書籍の充実や障がいのある方の読書活動を推進
する資料整備に加え、移動図書館車の更新に取り
組むなど、幅広い市民の読書活動を推進してまい
ります。また、居心地の良い空間を提供するた
め、設備の改修や公開図書室水銀灯のLED化工事
を実施してまいります。さらに、夏休みの宿題応
援講座の開催やこども向け利用案内の拡充など、
子どもの読書活動につながる取り組みを進め、図
書館サービスの充実に努めてまいります。
　市民の創作意欲の向上と普及を図るため、文化
総合誌｢川のあるまち｣を発行するほか、越谷市民
文化祭や越谷市美術展覧会、越谷市県展記念作品
展を開催するなど、市民が芸術文化を身近に感じ
参加することができる環境を整えることにより、
芸術文化活動を推進してまいります。
　郷土芸能を保存し、後世に継承するため、越谷
市郷土芸能祭や郷土芸能体験教室を開催するとと
もに、伝統文化への理解を深めるため、こしがや
能楽堂を拠点としたこしがや能楽の会や能楽体験
事業を開催し、鑑賞する機会や体験の場を提供す
るなど、特色ある伝統文化の振興に努めてまいり
ます。
　文化財を次世代へ継承するため、市内遺跡の調
査を行うとともに、越ヶ谷秋まつり、石造物およ
び古文書などの調査を実施し、市内に所在する文
化財の詳細の把握に努めてまいります。また、大
間野町旧中村家住宅および旧東方村中村家住宅の
利活用の促進や昔のくらしを体験できるイベント
の開催など、地域の歴史や文化に対する市民理解
を深める機会の充実を図るとともに、大間野町旧
中村家住宅において、大型バスが駐車可能な用地
の確保に向けて調整を進めてまいります。さら
に、本市が所有する知的資産をインターネット上
でだれもが簡単に閲覧・活用できるデジタルアー
カイブの運用を開始するとともに、活用事例を紹
介する市民対象の講演会等を実施し、歴史や文化
を学ぶ機会の充実を図るほか、文化財保護事業の
拠点となる郷土資料館のあり方については、歴史
資料等を整理して展示や収蔵、活用を検討する際
に必要な情報収集を行うなど文化財の保存と活用
に努めてまいります。

　

　スポーツ・レクリエーション活動を通して市民
の生きがいづくりや健康の維持・向上を図るた
め、多様なライフスタイルにあわせた活動機会の
充実に努めてまいります。また、市民のスポー
ツ・レクリエーションに対する興味・関心を高め
るとともに、スポーツ・レクリエーション活動を
支援する体制の構築をめざしてまいります。
　生涯スポーツにおいては、2つの施策の方向で
ある｢健康ライフスタイルづくりを支援する｣｢ス
ポーツ・レクリエーション活動を支援する環境の
充実を図る｣を掲げ、以下のとおり重点的な取り
組みを進めてまいります。
　日頃運動する機会の少ない市民が気軽にスポー
ツを始められる契機となるよう、市民体育祭等の
大会やイベントを充実させるとともに、スポーツ
教室の動画配信や教室の内容および開催場所の見
直しなどを行い、成人の健康・体力づくりを支援
してまいります。
　身近な場所でトップレベルのスポーツが観戦で
きるよう、プロバスケットボールクラブ越谷アル
ファーズをはじめとしたプロスポーツの試合開催
や全国レベルの大会等を誘致するなど、スポーツ
観戦機会の充実に努めてまいります。
　市民との協働によるスポーツ・レクリエーショ
ン活動を推進するため、スポーツボランティア制
度およびスポーツリーダーバンク制度の周知に努
め、人材の養成や登録者数の拡大を図るととも
に、各種大会や教室等における登録者の活用を促
進するなど、スポーツ・レクリエーションに係る
人材を育成してまいります。
　利用者が安心して快適にスポーツ・レクリエー
ション活動を楽しめるよう、施設・設備の安全点
検や計画的な修繕のほか、しらこばと運動公園競
技場の日本陸上競技連盟第3種公認の更新に向け
た改修の実施など、環境整備に努めてまいりま
す。また、新たな地域スポーツの拠点となる(仮
称)越谷市立地域スポーツセンターの供用開始に
向けた整備に引き続き取り組むなど、体育施設の
充実に努めてまいります。

　以上、令和5年度の主要な教育施策について申
し上げましたが、社会の変容とともに、いじめや
不登校など児童生徒の抱える問題が多様化してお
り、個々の状況に応じた適切な支援が求められて
おります。また、コロナ禍で様々な社会活動が変
化し、地域とのつながりの希薄化が懸念されるな
ど、地域コミュニティの基盤強化が重要といわれ
ております。
　教育委員会といたしましても、多様化・複雑化
する子どもたちの課題やニーズに対し、個別最適
な学びと協働的な学びの一体的充実が図れるよ
う、学習体制の強化やきめ細かな指導体制の更な
る充実に取り組むほか、より多くの市民が循環型
生涯学習社会の担い手となるよう、学び得た学習
成果を地域社会やまちづくりに生かすことができ
る環境づくりに向け、教育施策を総合的かつ計画
的に推進してまいります。
　結びに、｢まちづくりは人づくり｣という認識の
もと、生涯学習社会の実現をめざして、第3期越
谷市教育振興基本計画に基づき、教育行政の公正
かつ適切な運営に努めてまいりますので、議員の
皆さま、市民の皆さまにはご理解とご協力をお願
い申し上げます。

基本目標3　｢生涯にわたりスポーツ・レクリエー
ションに親しめる環境をつくる｣

基本目標2　｢生涯にわたる学びを充実
し、地域文化を振興する｣

きゅうひがしかたむら
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

手指衛生や換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします

　令和5年4月分から、国民年金保険料が月額1
万6,590円から1万6,520円に変更されます。
∫越谷年金事務所☎960-1190、国保年金課☎
963-9155

　電子(キャッシュレス)決済で国民年金保険料
を納付できるようになりました。
▶必要なもの：納付書(バーコードが印字され
ていないものは対象外)、スマートフォン、決
済アプリ
▶対象アプリ：auPaY、d払い、PayB(※)、
PayPay
＊(※)…金融機関等が提供するアプリを含む。
　詳しくは、PayBホームページ(https://payb.
　jp/finance/)をご覧ください
∫日本年金機構　 https://www.nenkin.go.
jp

▶対象手続き：国民年金第1号被保険者加入の
届け出(退職後の厚生年金からの変更等)、国民
年金保険料免除・納付猶予の申請、国民年金保
険料学生納付特例の申請。利用に
は、マイナポータルの｢利用者登録｣
が必要です
∫▷ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004・
03-6630-2525(050から始まる電話をご利用の場
合)、▷日本年金機構　 https://www.nenkin.
go.jp

　収入がない、扶養となっているなどの理由で
確定申告や市・県民税の申告をしない方でも、
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入して
いる方は、保険税(料)の算定のために申告が必
要です。世帯に一人でも未申告の方がいると、
保険税(料)の均等割額の軽減の適用や高額医療
費の所得判定ができず、不利益となる場合があ
ります。
∫国保年金課▷国民健康保険加入の方…☎963-
9146、▷後期高齢者医療制度加入の方…☎963-
9170

▶日時：▷休日納税相談…4月2日㈰・5月14日
㈰、9:00～15:00　▷夜間納税相談…4月20日
㈭、17:15～20:00
▶場所：収納課
▶内容：市・県民税(普通徴収)、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の納
付や納税相談(来庁または電話)
＊来庁して夜間納税相談をする場合
は、事前に電子申請または電話で
予約が必要です。なお、夜間納税
相談では窓口納付を受け付けていません
∫収納課(本庁舎2階)☎963-9142

　市・県民税の申告や所得税の確定申告等に基
づいて、令和5年度の市・県民税が課税となる
方は、6月からご納付ください。
　前年の所得等の記載がある令和5年度(令和4
年分)の市・県民税課税(非課税)証明書の交付
の開始は、下記のとおりです。
・給与から特別徴収(差し引き)の方…5月15日
　㈪
・普通徴収の方…6月7日㈬
・公的年金から特別徴収の方、コンビニエンス
ストアで取得する方…6月13日㈫
＊交付の開始までは、令和4年度(令和3年分)が
最新年度となります。証明書の交付を請求す
る場合は、何年度の証明書が必要なのか、提
出先にご確認ください
∫市民税課☎963-9144

　市の固定資産税の納税者(免税点未満の方を
除く)は、固定資産縦覧帳簿により市内の固定
資産の価格を見ることができます。
▶縦覧期間：4月3日㈪～5月31日㈬
▶場所：資産税課
▶対象：固定資産税の納税者またはその代理人
(所有者が亡くなった場合は相続人)。土地のみ
所有している納税者は土地の縦覧帳簿のみ、家
屋のみ所有している納税者は家屋の縦覧帳簿の
み縦覧できます
▶費用：無料
▶持ち物：本人確認ができる証明書等(法人の
場合は本人確認ができる証明書等と代表者
印)。代理人は委任状、相続人は相続人である
ことを証明する戸籍謄本等が必要です
∫資産税課(本庁舎2階)☎963-9148

　市内の固定資産の所有者(免税点未満の方を
含む)は、閲覧制度により課税台帳(名寄帳)の
写しを受け取ることができます。借地人・借家

人は、借地・借家物件のみの価格等が記載され
た課税台帳の写しを受け取ることができます。
縦覧期間中にご自身の資産をご確認ください。
▶期間：通年(開庁日に限る)
▶場所：資産税課、北部・南部出張所
▶対象：固定資産の所有者本人またはその代理
人、相続人、借地人・借家人(借用にかかる固
定資産のみ)等
▶費用：4月3日㈪～5月31日㈬のみ無料。借地
人・借家人は有料
▶持ち物：本人確認ができる証明書等(法人の
場合は本人確認ができる証明書等と代表者
印)。代理人は委任状、相続人は相続人である
ことを証明する戸籍謄本等が必要です。借地
人・借家人は、借地・借家契約書が必要です
∫資産税課(本庁舎2階)☎963-9148

▶内容：不登校や学校に行けないことに悩む子
ども、その保護者を対象に行う事業への協力。
事業および会議への参加は年間3回程度
▶対象：市内で活動するNPO法人などの団
体、市内在住・在勤の方
▶申込み：4月28日㈮までに電話で下記へ
∫わくわく体験プロジェクト実行委員会事務局
(青少年課内)☎963-9308

▶対象：｢まんまるよやく｣に登録している市内
のチーム(登録はスポーツ振興課へ) 
▶申込み：5月1日㈪～6日㈯に電子
申請で申し込み
∫スポーツ振興課☎963-9284

マイナポータルから国民年金の
手続きが電子申請でできます

国民年金保険料がスマートフォン
アプリで納付できます

固定資産課税台帳の閲覧

国民健康保険・後期高齢者医療制
度に加入の方へ所得申告のお願い

国民年金保険料の変更 令和5年度分の市・県民税

休日・夜間納税相談

固定資産縦覧帳簿の縦覧

8月の日曜日の野球場貸し出し
（抽せん）

＊詳しくは、広報こしがや3月号をご覧く
ださい
∫国保年金課(第二庁舎1階)☎963-9146

退職や就職などで国民健康保険に
加入・脱退する際は、2週間以内の
届け出が義務付けられています

　事務職員(大学卒)、技術職員(大学卒)の試験
について、受験者が自ら試験会場・日程を選
ぶテストセンター方式で実施しま
す。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。　∫人事課☎963-9132

〇試験区分Ⅱ(予定)
▶第1次試験日：9月17日㈰
▶募集職種・募集人数：下表のとおり。詳し
くは、広報こしがや7月号でお知らせします

〇試験区分Ⅰ
▶受け付け期間：5月9日㈫～23日㈫
▶第1次試験日：6月22日㈭～7月10日㈪
▶募集職種・募集人数：下表のとおり

令和6年4月1日採用 市職員募集

エーユー ペイ ペイ ビー

ペイ ペイ

募集職種
事務職員(大学卒)
技術職員(大学卒)

募集職種

技術職員
 短大卒

 高校卒
技術職員(民間企業等職務経
験者)
保育士、保育士(実務経験者)
保健師、獣医師、薬剤師
 大学卒
消防士 短大卒
 高校卒
現業職員

募集人数
40人程度
10人程度

募集人数

10人程度

10人程度
各若干名

15人程度

若干名

募集職種

事務職員
 短大卒

 高校卒
事務職員(民間企業等職務経
験者)
事務職員(障がい者)

募集人数

若干名

令和5年度わくわく体験プロジェ
クト実行委員募集
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所

いきいき農園の

利用者募集
農家さん直営の体験農園
で野菜づくりを
始めてみませんか ▶貸し出し期間：5月1日㈪～令和7年1月31日

㈮(土地所有者から返還の申し出がある場合は
期間が短くなることがあります)
▶農園名・所在地・面積・募集区画数：右表
のとおり。大吉のみ駐車場があります
▶対象：市内在住で各農園の自主管理班の班
員(10人程度)への氏名・電話番号の提供を承諾
できる60歳以上(令和5年5月1日時点)の方
▶使用料：無料
▶申込み：4月14日㈮までに、電子
申請で申し込み。または、はがき
に郵便番号・住所・氏名(ふりが
な)・生年月日・電話番号・希望農園名を記入
し、郵送(必着)で地域共生推進課へ。希望者多
数の場合は抽せん。結果は後日通知します
∫地域共生推進課☎963-9237

▶場所：東町5-232
▶設備：休憩施設、駐車場、
トイレ完備。農機具の
無料貸し出しあり
　ファミリー農園・松澤☎080-5088-9750、
　 http://www.familynouen.com/

＊1世帯につき1区画のみ。複数の農園を申し
込んだ場合、すべて無効となります
＊ほかのいきいき農園(補欠含む)や市民農園
をご利用の世帯は申し込みできません
＊補欠者として当せんした方は、空き区画が
発生した場合、順番に利用できます

▶勤務日時：月曜～金曜日、9:00～16:00(休憩
時間60分を含む)
▶勤務場所：市役所等
▶勤務内容：事務補助等
▶対象：将来民間企業などへの就職を目指して
いる方で、身体障害者手帳、療育手帳または精
神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
若干名
▶給与：1,035円(時給)
▶選考方法：作業実習、面接
▶申込み：4月3日㈪～19日㈬に必要書類を本人
が直接人事課へ。詳しくは、下記で配布する募
集案内をご覧ください
∫人事課(第二庁舎4階)☎963-9132

いずれも、▶試験日：5月13日㈯、▶申込み：4
月7日㈮～21日㈮に電子申請で申し込み。また
は、写真を貼った指定の履歴書、応募職種免許
証の写し、最終学校の卒業証明書および成績証
明書を郵送(必着。特定記録または簡易書留)で
市立病院庶務課へ
〇薬剤師(7月1日採用)
▶対象：昭和59年4月2日以降に生まれた方で薬
剤師免許をお持ちの夜間勤務が可能な方
▶選考方法：学科・作文・面接試験
〇助産師・看護師(令和6年4月1日採用)
▶対象：応募する職種の免許をお持ちで(見込
み可)二交代および三交代勤務が可能な方

▶選考方法：作文・面接試験
＊詳しくは、募集要項をご覧くださ
い
∫市立病院庶務課(〠343-8577東越谷10-32)☎96
5-4562

▶勤務日時：①月曜～金曜日、13:00～19:00(時
間外勤務あり)。学校休業日は8:00～19:00のう
ち6時間勤務(交代制)。土曜日は8:00～18:00の
うち5時間または5時間30分勤務(月2回程度。交
代制)　②月曜～金曜日、15:00～18:00
▶勤務場所：市内の学童保育室
▶勤務内容：小学生の保育補助
▶給与：1,212円(時給)。①社会保険・雇用保険
加入あり　②社会保険・雇用保険加入なし
▶申込み：電子申請で申し込み。ま
たは、写真を貼った市販の履歴書を
直接下記へ
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9158

▶任期：7月から2年間
▶内容：男女共同参画の推進に関する重要事項
などに関する調査・審議等。会議は年に3～4回
程度
▶応募資格：次の①～③のすべてに該当する方
3人。①市内在住・在勤・在学または市内で活
動している18歳以上　②市のほかの審議会等の
公募委員でない　③越谷市の職員でない
▶申込み：4月20日㈭～5月24日㈬に、｢男女共

同参画の推進について思うこと｣をテーマにし
た作文(800字以内)と応募申込書を、電子申
請、郵送(必着)、メールまたは直接
下記へ。結果は本人に通知します。
応募書類は返却しません
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9113、H

jinkendanjo@city.koshigaya.lg.jp

▶日程・開始時間・会場：下表のとおり

▶定員：各日90人
▶申込み：当日会場へ
∫都市計画課☎963-9221

▶任期：令和8年3月31日まで
▶内容：介護保険施設等における利用者等の相
談業務
▶募集人数：若干名
▶選考方法：小論文・面接。選考結果は5月下
旬に通知します
▶申込み：4月21日㈮までに、応募書類および
小論文(様式自由。800字程度)を直
接介護保険課へ。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください
∫介護保険課(第二庁舎1階)☎963-9305 

6月1日採用　会計年度任用職員
(事務(障がい者))募集

市立病院職員募集

学童保育補助指導員(①6時間勤
務　②3時間勤務)登録募集

持続可能な公共交通に関する
意見交換会

介護サービス相談員募集

【公募委員】男女共同参画推進委
員会の委員募集

〇欠員募集

農園名

大吉

千間台西

神明町

川柳町

宮本町

所在地

大吉703-1

千間台西5-19-3

神明町3-464

川柳町1-445-1

宮本町3-123-1

面積
(1区画)

18㎡

24㎡

10㎡

20㎡

募集
区画数

4

6

2

4

1

農園名

千間台西第2

所在地

千間台西5-19-5

面積
(1区画)

20㎡

募集
区画数

若干

〇補欠募集

1万2,000円から(セ
ミプロ区画。水利
用可、農機具自前)

▶区画数・面積・使用料：下表のとおり

区画数

各5区画

2区画

面積
15㎡
20㎡
30㎡

20㎡から

使用料(年額)
2万3,000円
3万600円
4万3,200円

日程
4月15日㈯
4月18日㈫
4月27日㈭・
30日㈰

開始時間
14:00
10:00

19:00

会場

大相模地区センター
2階多目的ホール
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

事 業 者 イベント講座・教室

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

憲法記念日電話法律相談会

　3月定例会が2月24日～3月16日に開かれ、市
長提出36議案および委員会提出1議案の全議案
が原案どおり可決されました。
∫▷議会について…議事課☎963-9261、▷議案
について…法務課☎963-9130

▶対象：市街化調整区域内の専用住宅にお住ま
いで、令和6年3月10日までに10人槽以下の合併
処理浄化槽を設置する方。次の①～⑧のいずれ
かに該当する方は対象外。①建築確認を伴う新
築、増築時に設置する　②すでに設置済み　③
設置の届け出の審査を受けずに設置する　④指
定された期間内に設置できない　⑤専用住宅を
借りている方で賃貸人の承諾を得られない　⑥
専用住宅を転売または賃貸の目的で所有してい
る　⑦設置条件を満たさない浄化槽を設置する
　⑧市税などに滞納がある
▶申込み：4月10日㈪～21日㈮に抽選申込書と
浄化槽設置届の写しを直接下記へ
∫資源循環推進課(第三庁舎4階)☎963-9181

▶日時：5月6日㈯、13:00～16:00(受け付けは
15:30まで)
▶相談専用電話番号：048-861-8924
▶相談内容：法律問題全般
▶相談料：無料(通話料は相談者負担)
∫埼玉弁護士会法律相談センター☎048-710-56
66

▶件名：第2期越谷市子ども・子育て支援事業
計画中間年の見直し
▶募集期間：令和4年11月16日～12月15日
▶意見数：0件
∫子ども施策推進課☎963-9165

　本市は埼玉県都市ボートレース企業団に加入
しています。ボートレース戸田で開催するボー
トレース事業の収益金は市で活用しています。
▶4月～6月の開催日：4月1日㈯～3日㈪・9日㈰
～14日㈮・Y21日㈮～26日㈬・Y5月2日㈫～7
日㈰・11日㈭～16日㈫・Y24日㈬～29日㈪・6
月4日㈰～9日㈮・Y14日㈬～19日㈪・Y29日
㈭・Y30日㈮

＊Yは埼玉県都市ボートレース企業団主催
∫埼玉県都市ボートレース企業団☎048-823-87
11

　市では、SDGsの理念を
踏まえて、市と共に地域課
題の解決や持続可能なまち
づくりに取り組む｢こしがや
SDGsパートナー｣を募集し
ています。この度、2羽のし
らこばとが大空に向かって
飛び立つ姿を表現したオリジナルロゴマークが
決定しました。パートナーは、ホームページや
名刺などに使用できます。
＊詳しくは、市ホームページをご覧
ください
∫環境政策課☎963-9183

意見募集結果

こしがやSDGsパートナーの
ロゴマークが決定

3月議会が開かれました

合併処理浄化槽に転換する方へ
補助金を交付

ボートレース事業による収益が
私たちの生活に役立っています

　空き家になる要因の約6割が相続にあると言
われています。｢住まいの終活ノート｣を活用
して、ご自身の気持ちや住まいについて整理
し、家族と話し合ってみませんか。｢住まいの
終活ノート｣は、建築住宅課、各地区セン
ター、北部・南部出張所等で配布しているほ
か、市ホームページから印刷できます。

　空き家は、所有者が責任を持って管理を行
うべきものです。適正な管理がされていない
場合、市が法令等に基づいて所有者へ指導を
行います。空き家が原因となり近隣の方など

に被害が生じた場合、所有者が賠償責任を問
われるおそれがあります。
　また、さらなる適正管理を促進するため緊
急的に危険を回避する必要があるときに市の
必要最小限の対応を可能とするなど、｢越谷市
空家等の適正管理に関する条例｣を改正しまし
た。

　空き家は、賃貸や売却等によって資産とし
て活用することができます。｢越谷市空家バン
ク｣では、空き家の所有者から提供された情報
を紹介し、利用希望者とマッチングを行いま
す。空き家の活用等については、建築住宅課
へご相談ください。

▶申込み：4月10日㈪から直接建築住宅課へ。
予算が無くなりしだい終了します
＊詳しくは、市ホームページをご覧になる
か、建築住宅課へお問い合わせください

予防 住宅を所有している方へ
｢住まいの終活ノート｣を配布しています

耐震診断・耐震改修費用の一部を補助します
∫建築住宅課(本庁舎6階)☎963-9235

▶対象：市内に木造住宅を有する方、市内の分譲マンションの管理組合
▶申込み：4月10日㈪から直接建築住宅課へ。予算が無くなりしだい終了します

空き家の売却や賃貸を考えている方へ
空家バンクへの登録物件を募集しています活用

空き家を所有している方へ
適正な管理をしましょう管理

空き家を除却または活用しようとする方へ
費用の一部を補助します補助∫建築住宅課(本庁舎6階)

☎963-9205市内に 住宅・空き家 を所有している方へ

補助対象 補助金額

2階建て以下の木造住
宅(平成12年5月31日以
前のもの)

分譲マンション(平成12
年5月31日以前のもの)

分譲マンション(昭和56
年5月31日以前のもの)

市指定の耐震診断士が行う耐震診断

耐震診断の評価1.0以上に補強する
ための耐震改修工事
簡易耐震改修(耐震シェルターまた
は防災ベッドの設置)
耐震改修予備診断(本診断の必要性
に関する判定)

耐震本診断

費用の3分の2、上限7万円(令和5年度から2
万円増額)
費用の23％、上限30万円(昭和56年5月31日
以前のものは上限50万円)

費用の23％、上限20万円

費用の3分の2、上限10万円

費用の3分の2または住戸数×5万円、上限
100万円(予備診断補助を受けた場合90万円)

対象
工事

・特定空家等に認定され、
勧告を受けていないもの
・昭和56年5月31日以前の
旧耐震基準に基づき設
計・建築されたもの

・改修後、地域活性化等に
資する施設として10年以
上継続して活用するもの
・昭和56年6月1日以後の新
耐震基準を満たすもの

費用の5分の
4、上限30万
円(空き家が
未接道敷地に
ある場合は上
限50万円)

費用の3分の
2、上限30万
円

対象となる空き家の
主な条件 補助額

空
家
等
の
除
却

空
家
等
の
改
修

オリジナルロゴマーク



広報こしがや　令和5年（2023年）4月号12 税・国・介 募　　集お知らせ

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

　自治会は、一定の区域に住む人たちが自主
的に組織する団体で、地域の問題解決に取り
組むとともに、住みよいまちづくりに向けて
活動しています。自治会に参加し、ふれあい
の輪を広げ、地域の絆を強めましょう。加入
についてはお近くの自治会長または越谷市自
治会連合会事務局にお問い合わせください。

　

∫越谷市自治会連合会事務局(市民活動支援課
内)☎963-9153

こんな活動をしています
防犯パトロール、登下校時の子ども
の見守りなどの防犯活動
災害時の助け合い、防災資機材の整
備、防災訓練の実施など

定期清掃、資源回収などの美化活動

お祭りやスポーツなどの開催

敬老会事業など地域の高齢者世帯と
のふれあいや、共同募金などの社会
福祉活動への協力
自治会のお知らせや市からの情報な
どの提供

自治会活動 に
参加しましょう▶申請方法：郵送またはパソコン・スマートフォンから申し込み。交付申請書がない方

は本人確認書類をお持ちのうえ、市民課または北部・南部出張所へ
▶受け取り方法：市役所からお送りする案内をご確認のうえ、本人が直接市民課へ。申
請からお渡しまでは約2カ月～2カ月半かかります
〇マイナンバーカード申請サポート窓口
▶時間：8:30～17:00(土曜・日曜日、祝日を除く)
▶場所：市民課マイナンバーカード担当窓口
▶持ち物：本人確認書類
＊窓口の混雑状況は市ホームぺージでご覧になれます
∫市民課マイナンバーカード担当(本庁舎1階)☎940-8604

　国が実施するシステムの更改作業に伴い、一部の手続きが利用停止となります。
▶停止期間：4月29日㈷～5月7日㈰
▶停止する業務：電子証明書の発行・失効・更新、マイナンバーカードの券面事項(氏
名・住所情報)の更新、暗証番号の初期化(ロック解除)
∫市民課▷住民記録担当…☎963-9126、▷マイナンバーカード担当…☎940-8604

　マイナンバーカードをお持ちで不在者投票を希望する方は、投票用紙を電子申請で請
求できます。詳しくは市ホームぺージをご覧になるか、広報こしがや3月号に折り込ん
でいる｢統一地方選挙のお知らせ｣3面をご覧ください。
∫選挙管理委員会事務局☎963-9276

持っていると便利！ コンビニエンスストアで証明書をカンタンに取得できる！

マイナンバーカードを作りましょう

マイナンバーカード関係手続きの一部利用停止

マイナンバーカードで選挙の不在者投票も便利に！

不在者投票の投票用紙を電子申請で請求できます

▶保険期間：4月1日㈯～令和6年3月31日㈰
▶補償内容：傷害、賠償責任、突然死葬祭費用
▶対象：スポーツ活動や文化活動などを行う4
人以上の団体
▶掛金：800円～1万1,000円。年齢および加入
区分により異なります
▶申込み：(公財)スポーツ安全協会ホームペー
ジ｢スポあんネット｣(https://www.spokyo.j
p/spoannet.html)で申し込み
∫ (公財)スポーツ安全協会☎03-5510-0033

　道路交通法の改正により、4月1日㈯から自転
車利用者のヘルメットの着用が努力義務となり
ます。令和4年中に県内の自転車事故で亡く
なった方の約7割は頭部に致命傷を負っていま
す。自転車を利用する際は、ヘルメットの着用
を心がけましょう。
〇改正後の内容
・自転車運転者は、すべての年代で、ヘルメッ
トをかぶるよう努めなければならない
・自転車運転者は、自分の自転車にほかの者を
同乗させるときは、その者にヘルメットをか
ぶらせるよう努めなければならない

・13歳未満の子どもが自転車を運転するとき
は、保護者はヘルメットをかぶらせるよう努
めなければならない
∫くらし安心課☎963-9185

▶水路名・通水開始日：下表のとおり

＊天候などの状況により、通水開始日を変更す
る場合があります
∫農業振興課☎963-9193

　エスカレーターを安全に利用するため、｢埼
玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関す
る条例｣で、エスカレーターでは立ち止まるこ
とを義務付けています。
　エスカレーターはお子さんや高齢者、体が不
自由な方など、さまざまな方が利用します。エ

スカレーターでの歩行は自分が転倒する原因に
なるだけでなく、ほかの利用者を転倒させる原
因にもなり、大変危険です。立ち止まって利用
しましょう。
∫くらし安心課☎963-9185

　庁舎建設工事に併せ、来庁者駐車場などの整
備工事を行います。駐車場の混雑が予想されま
すので、公共交通機関などでの来庁にご協力く
ださい。また、工事の進捗状況によって西側・
南側駐車場の出入り口が変更となります。来庁
の際は、市ホームページをご確認ください。
▶工事予定期間：4月～令和6年3月
∫庁舎管理課☎963-9134

すべての自転車利用者にヘルメ
ットの着用が義務化されます

令和5年度スポーツ安全保険の
加入申し込み

農業用水に水が入ります 市役所駐車場の混雑と出入り口
の変更

エスカレーターを安全に利用し
ましょう

5月の市民課休日窓口は5月14日㈰です

水路名
末田大用水路
逆川

須賀川(用水)
八条用水路
東京葛西用水路
谷古田用水路

4月13日㈭
4月14日㈮
4月15日㈯

4月24日㈪

通水開始日

N
西側・南側駐車場
(随時出入り口が変わります)

中央
市民会館
●

越
谷
駅
前
線

第二庁舎

第三庁舎

市民協働
ゾーン

新本庁舎

工事範囲

(仮称 )

北側駐車場
(通常通り)

●
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

手指衛生や換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします

　越谷アルファーズは｢日本生命 B2 PLAYOFFS 
2022-23｣への出場が決定しました。プレーオフ
は、B2リーグレギュラーシーズンの上位8クラブが
出場し、年間優勝～3位の順位を決定するトーナメ
ントです。試合日程は、決まりしだい市ホーム
ページ等でお知らせします。

▶日時：4月15日㈯・
16日㈰、14:00開始、
16:00終了(予定)
▶会場：ウイング・
ハット春日部(春日部
市谷原新田1557-1)
▶対戦相手：山形ワイヴァンズ
▶対象：各日100組200人(抽せん)
▶申込み：4月12日㈬、18:00までに専
用フォームから申し込み
∫越谷アルファーズ運営事務局☎999-6004

　本市出身力士の阿炎関は大
相撲三月場所(3月26日千秋楽)
で、9勝6敗の成績で勝ち越し
ました。

　3月21日～26日にスイスの
バーゼルで開催された｢スイス
オープン2023(SUPER300)｣に
男子シングルスで出場した渡
邉航貴選手が優勝しました。

越谷アルファーズ

越谷アルファーズを応援しよう！
広報こしがや読者限定 !
｢ALL ALPHAS DAY｣

試合観戦チケットをプレゼント！

阿炎関

　明治35年に市内に落下した隕石が、国立
科学博物館などの分析により、国際隕石学
会に｢越谷隕石｣として登録されました。国
内では54番目に確認された隕石で、重量は
4.05kgです。
　現在は九州大学で分析が進められてお
り、今後は国立科学博物館等で隕石の一部
が公開される予定です。

約120年前に市内に落下した隕石が
越谷隕石として登録されました

☆
☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

｢都築家糀屋蔵｣が登録有形文化
財へ

ヒナを拾わないでください

繁殖期のカラスにご注意くださ
い

越谷の魅力を発信！
KOSHIGAYAポロシャツ販売！

火薬類取締法に係る申請窓口の
変更

防火管理をしていますか

コシスポ

本市出身の渡邉航貴選手が
バドミントンの

スイスオープン2023で優勝

(C)BIPROGY(C)BIPROGY

　4月1日㈯から、市内の火薬類取締法に係る申
請窓口が県から越谷市予防課に変更となりま
す。
▶対象：製造の一部、販売、貯蔵、消費、譲渡
等に伴う申請等(一部は埼玉県公安委員会が処
理するものがあります)
▶納付方法：申請料を直接予防課へ
＊詳しくは下記へお問い合わせください
∫予防課(消防本庁舎3階)☎974-0103

　一定規模以上の防火対象物は、防火管理者の
選任と防火管理上必要な業務の遂行が義務付け
られています。防火管理者になるには、講習の
受講が必要です。詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▶対象：次の①～③のいずれかに該当する建
物・テナント等。①火災発生時に自力避難が困
難な方が入所する社会福祉施設等があり、建物
全体の収容人員が10人以上　②不特定多数の人
が出入りする特定用途防火対象物で、建物全体
の収容人員が30人以上　③共同住宅、学校、工
場、倉庫、事務所などの非特定用途防火対象物
で、建物全体の収容人員が50人以上
∫予防課☎974-0103

　春から初夏は野鳥の子育ての季節です。上手
に飛べない野鳥のヒナは、多くは親鳥が食べ物
を運んだり、安全な場所へ導いたりして育てて

いる最中です。この期間に、食べ物や危険な状
況などを学習するため、人に育てられると、自
然の中で生きていけなくなる場合があります。
ヒナが巣立つまで見守ってください。
∫ (公財)日本野鳥の会☎03-5436-2620、環境政
策課☎963-9183

　繫殖期のカラスは、ヒナを守るために威嚇・
攻撃する場合があります。巣には近づかず、や
むをえず巣の下を通る場合は、帽子や傘で防ぐ
ようにしましょう。
〇主な対策
・生ごみが外から見えないように、ごみ袋の内
側に入れてごみ集積所に出す
・ごみ集積所では、ごみ袋がはみ出さないよう
にカラスよけネットをかける
・ペットが食べ残した餌は片づける
・樹木の枝をせんていする
・ハンガーを屋外に放置しない
∫環境政策課☎963-9183

　国の文化審議会の答申を受け、都築家糀屋蔵
(越ヶ谷本町3-29)が国登録有形文化財(建造物)

となる予定
です。
　都築家糀
屋蔵は、日
光道中越ヶ
谷宿でみそ
醸造業を営
んだ商家の、土蔵風鉄筋コンクリート造の倉庫
です。昭和前期に建築されたと考えられ、令和
2年の改修後はカフェや多目的スペースとして
活用しています。
∫生涯学習課☎963-9315

　KOSHIGAYAポロ
シャツに｢花火大会｣、
｢阿波踊り｣のデザイン
が登場しました。
▶販売場所：観光物産
拠点施設｢ガーヤちゃんの蔵屋敷｣(弥生町50 
5-2)、水辺のまちづくり館(レイクタウン4-1- 
4。水曜日定休)
▶色：ホワイト、ネイビー
▶サイズ：Sサイズ～LLサイズ
▶価格：2,000円(税込み)
∫(一社)越谷市観光協会☎971-9002

い かく

こ　　　し　　　が　　 や
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　本市を含む埼葛12市町では、毎年4月を｢埼葛えせ同和行為対策強化月間｣と定め、部落差別に
対する正しい理解の妨げとなっている｢えせ同和行為｣の排除を呼びかけています。
●えせ同和行為とは
　部落差別の解消を口実に、個人、企業、行政機関などに対して｢図書等物品購入の強要｣や｢寄
附金・賛助金の強要｣など、不法・不当な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、部落差別に対する誤った認識を
植えつけ、新たな偏見や差別意識を生む要因となり、部落差別解消の大きな阻害要因となる許さ
れない行為です。
●えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しのぎの安易な対応は、かえって相手
につけ込まれます。終始、き然とした態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。
●部落差別に対する正しい理解を深めましょう
　部落差別とは、被差別部落に｢住んでいる｣あるいは｢生まれた｣ということを理由とした不合理
な偏見により、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害されるという、
日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在する我が国固有の重大な人権問題です。埼葛12市
町では｢部落差別の解消の推進に関する法律｣や｢埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例｣を踏
まえ、部落差別に対する正しい理解が図られるよう、人権教育・啓発活動を推進しています。
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119

｢越谷市電子申請・届出サービ
ス｣停止のお知らせ

国民生活基礎調査の実施

4月は｢若年層の性暴力被害
予防月間｣

あなたの就職、転職のお悩みに
お応えします！

赤十字活動資金募集にご協力い
ただいている皆さんへ

サントリーグループと｢ペットボトルの水平リ
サイクルの推進に関する協定｣を締結しました

文化総合誌｢川のあるまち－
越谷文化｣第41号好評発売中

えせ同和行為を排除しましょう
－埼葛えせ同和行為対策強化月間－

法務省：　　　　
えせ同和行為を　
排除するために▶

　収集日に回収された使用済みペットボトル
は、これまで衣類や食品用トレイなどにリサイ
クルされていましたが、4月1日から、再びペッ
トボトルとして利用する｢ボトルtoボトル｣を
行うこととして、サントリーグループと協定を
結びました。
　これにより、新たにペットボトルを生産する
ことに比べ、二酸化炭素排出量を約60％削減で
きる計算になります。
∫資源循環推進課☎963-9181

　市民の皆さんから投稿された写真や随筆、  
｢私の『先生』｣をテーマとした特集等、計11部門
の作品で作る文化総合誌です。
▶販売場所：生涯学習課、大間野町旧中村家住
宅、旧東方村中村家住宅、図書館、南部図書
室、こしがや能楽堂、市内一部書店等
▶価格：1,000円(税込み)
∫生涯学習課(第三庁舎3階)☎963-9307

　システムメンテナンスのため、下記の期間、
電子申請・届出サービスは利用できません。
▶日時：4月29日㈷、21:00～30日㈰、11:00
∫行政デジタル推進課☎963-9116

　厚生労働省が実施する国民生活基礎調査は、
医療や所得など国民生活の基礎的事項を調査す
るものです。調査結果は、今後の厚生労働行政
に必要な基礎資料となります。調査員証を持っ
た調査員が無作為に抽出した対象世帯宅を訪問
します。4月中旬から準備調査を行いますの
で、ご協力をお願いします。
〇医療などの調査(世帯票)
▶調査日(基準日)：6月1日㈭
〇所得などの調査(所得票)
▶調査日(基準日)：7月13日㈭
∫▷世帯票について…保健総務課☎973-7530、
▷所得票について…生活福祉課☎963-9162

　4月は進学、就職に伴い生活環境が大きく変
わることから、若い人が性暴力被害に遭うリス
クが高まります。AV出演の強要、痴漢、SNS
を介した性被害など、あなたの望まない性的な
行為は、どんな理由・相手でも性暴力です。性
暴力に関する情報を共有して、社会全体で性暴

力をなくしていきましょう。
　もし被害に遭ってしまったら、一
人で抱え込まず、ご相談ください。
秘密は守ります。
▶相談機関：女性・DV相談支援センター☎
963-9176、県性暴力等犯罪被害者専用相談電話
｢アイリスホットライン｣☎0120-31-8341、警察
性犯罪被害者相談電話☎#8103(ハートさん)
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9113、H 

jinkendanjo@city.koshigaya.lg.jp

　就職相談室では、専門のキャリアコンサルタ
ントによる相談を実施しています。
▶日時：月曜～金曜日、9:00～12:00・13:00～
17:00(受け付けは16:30まで。祝日を除く)
▶場所：第三庁舎4階相談室
▶内容：就職に関する助言・指導・情報提供。
1人おおむね60分
▶対象：市内在住で、次の①～③のいずれかに
該当する方。①積極的に就職活動をしている　
②就職への応募を成功させるため個別指導を希
望する　③就職活動に悩みを抱えている
▶相談料：無料
▶申込み：電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

　日本赤十字社埼玉県支部は、県民の皆さん、
事業者の皆さん等多くの方々に支えられ、災害
救護や救急法の普及、ボランティアや青少年赤
十字など多岐に渡る活動を展開しています。
　例えば災害救護については、県内の赤十字病
院に救護班を編成し、迅速・的確に活動できる
よう訓練を重ねています。また、被災された
方々への救援物資を備蓄するなど、激甚化、頻
発化する災害に備えています。
　こうした活動は皆さんの支援で成り立ってい
ます。誠にありがとうございます。皆さんから
の期待と信頼をしっかりと受け止め、一人でも
多くの人を救えるよう全力を尽くします。

　令和4年7月の大雨で救援物資を緊急配付
∫日本赤十字社越谷市地区(福祉総務課)☎963 
-9320
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

 

□ななサポWEEK　全日本写真連盟越谷デ
ジタル支部｢第4回写真展｣と｢トーク
ショー｣
▶日時・会場・内容：下表のとおり

▶対象：内容に関心のある方。講座(トーク

ショー)のみ定員50人(要申し込み)
▶入場料：無料
▶申込み：電話または直接下記へ
∫市民活動支援センター｢ななサポこしが 
や｣☎969-2750

いずれも、▶申込み：専用フォーム、郵送
(必着)または直接右記へ、▶問合せ：男女
共同参画支援センター｢ほっと越谷｣☎97 
0-7411(月曜日、祝日を除く)
□｢ほっと越谷｣市民協働事業参加団体募集
▶募集期間：6月2日㈮～7月7日㈮

▶内容：当センターと協働で開催する助成
金事業の参加団体を募集しま
す。対象となる事業の開催期間
は10月～12月
▶対象：市内で活動する団体等
□｢#ほっと越谷｣TikTok動画制作企画委員
募集
▶任期：6月～令和6年3月
▶募集期間：4月1日㈯～5月16日㈫
▶内容：当センターの公式TikTokアカウン
ト開設にあたり、一緒に動画制
作をしてくれる企画委員の方を
募集します
▶対象：16歳以上の方

 日時 平日9:00～16:00(12:00～13:00を除く)
 場所 ビジネスサポートセンター1階(東越谷 
1-5-6)
 内容 経営全般(新商品開発、販路開拓、人材
育成、生産性向上、DX推進、多様な働き方
推進、資金繰り、補助金等)に関する相談や
創業全般に関する相談
 相談料 無料
 相談方法 事前に予約専用電話番号(☎967-24 
24)へ
∫経済振興課☎967-4680

経営・創業に関する相談を行っています！
｢ビジネスサポートセンターこしがや｣

今号の読者クイズはお休みします

｢越谷市生涯学習クラブ・サークル・団体ガイ
ド｣(令和5年3月発行版)を配架しています！

ほっと越谷からのお知らせ
男女共同参画支援センター

大沢3-6-1パルテきたこし3階

ななサポこしがやの催し
市民活動支援センター

弥生町16-1越谷ツインシティBシティ4・5階

｢介護予防リーダー養成講座｣
説明会

2023年度郷土歴史講座
｢知られざる越谷を通る奥州古道｣

随筆を学ぶ(全2回)

創業支援セミナー｢あなたの夢をカタチにす
る！　創業時に役立つ事業計画作成講座｣

認知症サポーター養成講座

こしがや市民法律教室｢正しく知ろうい
じめのこと～保護者の対応について～｣

障がい者災害時支援バンダナを
配布しています

①5月10日㈬
②5月17日㈬
③6月7日㈬ま
たは14日㈬

日程
14:00～
16:00
9:00～
17:00

時間
図書館2階
視聴覚ホール

越谷界わい(※)

会場

4月5日㈬～
11日㈫、
10:00～17:00
4月9日㈰、
13:00～15:00

日時

多目的
スペース

活動室

会場

団体・活動内
容の紹介

講座(トーク
ショー)

内容

Aコース

Bコース

　市では、障がい者
災害時支援バンダナ
を配布しています。
これは、災害時に支
援を必要とする障が
いのある方が使用す
ることで、避難する
ための支援や避難してからの支援を受けやすく
するものです。災害時には、バンダナを着用し
ている方への支援をお願いします。
▶配布場所：▷18歳未満…子ども福祉課(第二
庁舎2階)　▷18歳以上…障害福祉課
▶対象：身体障害者手帳総合等級1・2級、療育
手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級で未
配布の方
▶費用：無料
∫障害福祉課(第三庁舎1階)☎963-9164、D 

963-9171

　市内の地区センター、交流館、老人福祉セン
ター等で活動している団体を紹介する情報誌で
す。
▶配架場所：生涯学習課、各地区センター、交
流館、老人福祉センター、図書館、
体育施設等。市ホームページからも
ご覧になれます
∫生涯学習課(第三庁舎3階)☎963-9283

▶日時：5月18日㈭、14:00～16:00
▶会場：中央市民会館5階第4～6会議室
▶内容：講座の説明(通いの場の立ち上げや体
操指導について)、体操の体験など。説明会終
了後に個別相談あり(希望者のみ)
▶対象：市内在住で運動制限がなく、介護予防
リーダーの活動に関心がある20歳以上の方40人
▶参加費：無料
▶持ち物：筆記用具、運動のできる服装、タオ
ル、飲み物、マスク
▶申込み：4月10日㈪、9:00から電
子申請または電話で下記へ
∫地域包括ケア課☎963-9163

▶日時：5月26日㈮、13:30～15:00
▶会場：荻島地区センター多目的ホール
▶内容：認知症を正しく理解するための講座、
埼玉県オレンジ大使(認知症ご本人)による講話
▶対象：市内在住・在勤・在学の方40人
▶受講料：無料
▶持ち物：筆記用具
▶申込み：5月1日㈪から電話または直接下記へ
∫地域包括支援センター荻島・北越谷☎978-6 
500(8:30～17:30。土曜・日曜日、祝日を除く)

▶日時：4月29日㈷・6月3日㈯、14:00～16:00
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶内容：テーマ｢わたしの宝｣について文章を書
き、作品を発表。講師からの講評等あり
▶講師：作家の松本孝さん 
▶定員：25人
▶受講料：無料
▶持ち物：筆記用具
▶申込み：4月13日㈭～27日㈭に
電子申請で申し込み
∫図書館☎965-2655

▶日時：5月10日～6月14日の毎週水曜日、18: 
00～21:00
▶会場：市民活動支援センター｢ななサポこし
がや｣活動室A・B
▶対象：創業1年未満の方、令和5年度中の創業
を目指す方10人
▶受講料：無料
▶申込み：5月2日㈫までに電子申
請で申し込み。または電話、ファ
クスで住所・氏名・性別・年齢・電話番号・
メールアドレス・創業(予定)業種を下記へ
∫経済振興課☎967-4680、D963-9175

▶日時：5月20日㈯、13:30～15:30
▶会場：中央市民会館4階第16～18会議室。ま
たは、Zoomによるオンライン参加

▶講師：弁護士の川原祐介さん
▶定員：▷会場…40人　▷オンライン…60人
▶受講料：無料
▶申込み：4月17日㈪～5月14日㈰に
電子申請で申し込み。または、5月
12日㈮までに電話でくらし安心課
へ。オンライン参加を希望の方は電子申請のみ
∫くらし安心課☎963-9156

▶日程・時間・会場：下表のとおり

＊(※)…バスと徒歩で移動します。雨天決行
▶内容：①・②講座　③現地研修
▶講師：越谷市文化財調査委員の加藤幸一さん
▶定員：▷Aコース(①～③の3日
間。③はいずれか1日を選択)…各日
9人(抽せん)　▷Bコース(①・②の2
日間)…22人(抽せん）
▶受講料：無料
▶申込み：4月11日㈫～26日㈬(11日
は10:00から)に電子申請で申し込
み。または、氏名・電話番号・希
望コースを電話で下記へ
∫図書館☎965-2655

ズ　ー　ム

ティックトック
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

□第42回越谷連合民謡大会
▶日時：4月29日㈷、10:30開場、11:00開
演
▶会場：サンシティ小ホール
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ
∫越谷市民謡協会・大輪☎090-9688-2743
□越谷市民合唱団よしきり創団70周年記
念演奏会
▶日時：4月16日㈰、14:00開演
▶会場：サンシティ大ホール
▶賛助出演：春日部マンドリンアンサン
ブル
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ
∫越谷市民合唱団よしきり・戸張☎977-54 
11
□フォークダンス初心者講習会
▶日時：4月24日～5月22日の毎週月曜
日、9:30～12:00(5月1日を除く)
▶会場：千間台記念会館2階大会議室
▶参加費：1,000円(4回分)

▶持ち物：室内用運動靴
▶申込み：電話で下記へ
∫フォークダンスサークル・コロブチカ・
渡辺☎979-6834
□健康フォークダンス教室
▶日程・時間・会場：下表のとおり

▶参加費：1,000円(4回分)
▶持ち物：運動ができる服装、上履きま
たはダンスシューズ
▶申込み：当日会場へ
∫北越谷フォークダンスクラブ・三浦☎
090-8517-2918
□2023年度スクエアダンス体験教室
▶日程・時間・会場：下表のとおり

▶内容：アメリカ生まれの健康ダンス

▶参加費：1,000円(2回分)
▶申込み：電話で下記へ。いずれかの曜
日をお選びください
∫越谷スクエアダンスクラブ・向山☎090- 
8117-5453
□中国語体験教室
▶日時：4月9日㈰・16日㈰、10:00～12:00
▶会場：中央市民会館5階第9会議室
▶定員：30人
▶参加費：無料
▶申込み：電話で下記へ
∫日中友好協会越谷支部・嶋﨑☎975-4629

□日本伝統文化の祭典－第21回　こしが
や能楽堂｢華の会｣
▶日時：4月15日㈯・16日㈰、10:00～15:30
(9:30開場)
▶会場：こしがや能楽堂
▶内容：華道等の展示、茶席(15日は煎
茶、16日は抹茶)、筝曲や和太鼓等の演出
▶入場料：無料(茶席は1人300円)
▶申込み：当日会場へ
∫こしがや能楽堂華の会・島田☎987-0775

ちょこっと
日常会話で使う
手話をちょこっ
と紹介します。
皆さんも一緒に
手話でお話しし
てみませんか？

右記の二次元コードから
YouTubeでもご覧になれます。

∫障害福祉課☎963-9164

手話 （第58回）

★犬
★猫

①犬
両手親指をこめ
かみにつけ、伸
ばした4指を折
り曲げる

②猫
右手拳の親指
側で頬をなで
るしぐさをす
る

令和5年度ビジネスパワーアッ
プ補助金

～この指とまれ！～
お知らせパック

おいでください

ラウンジ
タウン情報

就職支援セミナー

大人の趣味と教養シリーズ
苔玉教室

応急手当講習会

4月28日㈮
5月13日㈯

日程
9:00～
12:00

時間
4月7日㈮～18日㈫
4月24日㈪～5月2日㈫

申込み期間

4月15日㈯
5月2日㈫

日程
9:00～
12:00

時間
4月3日㈪～10日㈪
4月10日㈪～20日㈭

申込み期間

4月23日㈰
5月17日㈬

日程
9:00～
17:00

時間
4月5日㈬～14日㈮
4月27日㈭～5月8日㈪

申込み期間

4月13日㈭
4月27日㈭
4月20日㈭
5月11日㈭

日程

9:30

～

12:00

時間

大沢地区センター

北越谷地区センター

会場

5月11日㈭
5月18日㈭
5月13日㈯
5月20日㈯

日程
13:00～
14:00
18:00～
19:00

時間

中央市民会館
3階ホール

会場

いずれも、▶会場：ビジネスサポートセンター
2階、▶受講料：無料、▶申込み：4月10日㈪か
ら電子申請で申し込み、▶問合せ：経済振興課
☎967-4680
〇女性のためのビジネスマナー講座
▶日時：5月17日㈬、10:00～12:00
▶内容：第一印象の重要性、ビジネ
スマナーの基本
▶対象：市内在住で就職活動中の女性20人
〇就職支援セミナー(オンライン講座)
▶日時：5月19日㈮、14:00～16:00
▶内容：志望動機の書き方
▶対象：市内在住で就職活動中の65
歳未満の方20人
〇就職支援セミナー(金曜講座)～グループワー
ク形式～
▶日時：5月26日㈮、10:00～12:00
▶内容：自己PR作成
▶対象：市内在住で就職活動中の65
歳未満の方20人
〇ミドルシニアのための就職支援セミナー
▶日時：5月30日㈫、10:00～12:00
▶内容：今どきの企業の採用事情、
中高年齢者に求めているもの、雇用
情勢、求人票の見方、就職活動のポイントなど
▶対象：市内在住で就職活動中の40歳以上の方
20人

▶日時：5月14日㈰、10:00～11:30・13:00～
15:00
▶会場：花田苑
▶内容：こけ玉の作り方や管理方法など

▶対象：16歳以上の方各回10人
▶参加費：1,000円(こけ玉代。1人1個)
▶申込み：4月7日㈮から電話で下記へ
∫こしがや能楽堂☎964-8700(9:00～17:00。水
曜日を除く)

いずれも、▶会場：消防本庁舎4階講堂、▶内
容：心肺蘇生法・AEDの使用法など、▶対
象：市内在住・在勤・在学で中学生以上の方各
回30人、▶受講料：無料、▶申込
み：電子申請または電話で消防署へ
(9:00～17:00。月曜～金曜日)、▶問
合せ：消防署☎974-0136
〇普通救命講習Ⅰ

〇普通救命講習Ⅲ

〇上級救命講習

＊各回9:00～10:00はeラーニング未受講の方の
み。受講修了者、受講予定者は申し込み時に
お伝えください

　中小企業者の持続的発展や成長発展を推進
し、市内産業の活性化および振興を図るため、
右記に該当する経費の一部を助成します。
▶補助対象事業：新たに取り組む｢新商品等の

開発｣、｢販路開拓｣、｢人材育成｣、｢生産性向 
上｣、｢多様な働き方の推進｣、｢DX推進｣のため
の事業
▶補助対象者：市内に事業所を有し、1年以上
事業を営んでいる中小企業者
▶補助額：補助対象経費の2分の1以内(上限100
万円)
▶申込み：5月17日㈬～31日㈬に電
子申請または直接経済振興課へ。交
付対象者は書類審査で決定します
∫経済振興課(第三庁舎4階)☎967-4680

こけだま
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

手指衛生や換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします

地元弁護士による無料法律相談会

特に記載のない場合、▶会場：サンシティ
大ホール、▶入場料：税込み。全席指定。
就学前のお子さんは入場できません、▶申
込み：電話でサンシティへ、▶問合せ：サ
ンシティホール☎985-1112
□劇団東少ファミリーミュージカル｢アル
プスの少女 ハイジ｣
▶日時：8月11日㈷、
14:30開演
▶入場料：2,800円。
保護者1人につき3歳
未満1人ひざ上無料(席が必要な場合は有
料)
▶申し込み開始日時：4月16日㈰、10:00
□ベルリン交響楽団 with フジコ・ヘミン
グ
▶日時：6月30日㈮、18:30開演
▶出演：マリオ・コシック(指揮)、ベルリ
ン交響楽団(管弦楽)、フジコ・ヘミング

(ピアノ)
▶入場料：SS席
1万3,000円、S席
1万1,000円、A席
9,500円、B席8,000円
▶申込み：専用フォームからチ
ケットを購入。または、電話ま
たは直接サンシティへ
□ANRI LIVE 2023 45th Anniversary 
Circuit of Rainbow
▶日時：7月22日㈯、18: 
00開演
▶入場料：7,000円
▶申し込み開始日時：4月
16日㈰、10:00
□松竹大歌舞伎
▶日時：7月13日㈭、14:00
開演
▶出演：尾上松緑ほか
▶演目：菊畑、土蜘
▶入場料：特等席5,500円、
一等席4,500円、二等席3,500円、2階席

1,500円。学生半額(2階席を除く)
▶申込み：専用フォームからチ
ケットを購入。または、電話ま
たは直接サンシティへ
□中央市民会館クラシックコンサート
　福間洸太朗 ピアノ・リサイタル
▶日時：7月23日㈰、
14:00開演
▶会場：中央市民会館
劇場
▶入場料：一般2,000
円、学生1,000円
▶申し込み開始日時：4月9日㈰、10:00
□サンシティ名画劇場｢桜色の風が咲く｣
▶日時：4月14日㈮・15日㈯、
10:00開演・14:00開演・18:30
開演
▶会場：サンシティ小ホール
▶入場料：1,000円、割引券持
参800円。全席自由。就学前のお子さんも
入場できます
▶申込み：当日会場へ

　日時　4月14日㈮、13:30～16:00(1人30分以
内)
　会場　中央市民会館4階第16～18会議室
　内容　弁護士による、離婚・相続・借金・
交通事故などの法律問題に関する相談
　申込み　4月3日㈪から電話で下記へ
∫埼玉弁護士会越谷支部事務局☎962-1188
(10:00～16:30。土曜・日曜日を除く)

サンシティからのお知らせ
南越谷1-2876-1 

端午の節句飾り展

5月4日㈷みどりの日無料開園

ふれあい動物フェスティバル

第78回越谷市民ゴルフ大会

観光ぶらっとこしがや
｢新緑の遊歩道散歩｣

みんなの市　越谷レイクタウン
チャリティーマーケット

こしがや田んぼアート2023
～田植え＆稲刈り体験者募集～

県指定文化財・林泉寺｢木造伝
正観音菩薩坐像｣公開

第20回不動橋こいのぼりフェ
スティバル

©Masaaki Hiraga©Masaaki Hiraga

©Fuzjko Hemming©Fuzjko Hemming

第16回不動橋こいのぼり
フェスティバルの様子

▶日時：5月3日㈷・4日㈷、10:00～16:00(4日は
15:00まで)
▶会場：こしがや能楽堂
▶内容：端午の節句飾り約15点の展示
▶入場料：無料
∫こしがや能楽堂☎964-8700(水曜日を除く)

〇越谷アリタキ植物園
▶時間：9:00～17:00(入園は16:30まで)
∫公園緑地課☎963-9225
〇花田苑
▶時間：9:00～19:00(入園は18:00まで)
∫花田苑☎962-6999

　キャンベルタウン野鳥の森を無料開園し、イ
ベントコーナーを開設します(一部有料)。
▶日時：5月5日㈷、10:00～15:00
∫キャンベルタウン野鳥の森☎979-0100

▶日程：5月23日㈫

▶会場：紫カントリークラブあやめコース(旧
紫あやめ36)東コース(千葉県野田市鶴奉463-1)
▶内容：▷個人戦…18ホール、新ペリア方式　
▷団体戦…各地区上位5人の合計
▶対象：市内在住の方
▶参加費：3,500円(賞品代ほか)。プレー費は各
自負担(1万3,400円。飲食代込み)
▶申込み：4月20日㈭までに参加費を添えて直
接各地区センターへ
∫生涯学習課☎963-9283

▶日時：5月18日㈭、9:00～12:00
▶集合場所：東武スカイツリーライン北越谷駅
▶内容：逆川緑道、キャンベルタウン野鳥の
森、北部配水場、東武スカイツリーラインせん
げん台駅を巡る
▶参加費：500円
▶申込み：5月8日㈪までに専用フ
ォームから申し込み。または、往復はがきの往
信面に参加日・参加者全員の住所・氏名(フリ
ガナ)・電話番号を、返信面に代表者の郵便番
号・住所・氏名を記入し郵送(必着)で下記へ
∫ (一社)越谷市観光協会｢観光ぶらっと｣係(〠
343-0828レイクタウン4-1-4)☎971-9002

　令和5年は漫画家のてしばまさみさんが描き
下ろした徳川家康を描きます。
▶日程：▷田植え…6月3日㈯　▷稲刈り…10月
初旬(稲刈りのみの参加はできません)。予備日
はそれぞれ翌週
▶会場：東埼玉資源環境組合第一工場(リユー
ス)の向かいの水田
▶参加費：▷小学生以
上…2,000円　▷小学
生未満…1,000円
▶持ち物：長靴、手袋

▶申込み：4月30日㈰までに申込書に必要事項
を記入し、郵送(必着)またはファク
スで(一社)越谷市観光協会へ。申込
書は下記で配布するほか、ホーム
ページから印刷できます
∫(一社)越谷市観光協会(〠343-0828レイクタウ
ン4-1-4)☎971-9002、D972-5208

　売り上げの一部はセーブ・ザ・チルドレン・
ジャパンへの寄付を通じ、子ども支援活動に役
立てられます。
▶日時：4月23日㈰、10:00～15:00。荒天中止
▶会場：見田方遺跡公園
▶内容：人気作家たちによる展示販売
∫(一社)越谷市観光協会☎971-9002

▶日時：4月16日㈰、8:30
～16:00
▶会場：林泉寺(増林3818)
∫林泉寺☎963-0422

▶日時：4月29日㈷、9:40～14:00。小雨決行。
雨天時は5月3日㈷
▶場所：不動橋・
相模町スポット広
場(相模町6丁目)
▶内容：地区内
小・中学生による
楽器演奏会、子ど
も向けのアトラク
ション、模擬店など。元荒川で泳ぐたくさんの
こいのぼりは5月6日㈯までご覧になれます
∫大相模地区コミュニティ推進協議会(大相模
地区センター内)☎988-7370

つちぐも

ア ン リ
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所＊2月の街頭犯罪件数　路上強盗・ひったくり1件　自動車・オートバイ盗4件　自転車盗56件　侵入盗8件

＊小児科は内科的疾患のみの診療です
＊薬の処方は原則1日分です。翌日はかかりつけ
医をご受診ください
＊受診の際は事前に電話連絡のうえ、健康保険証
等をお持ちください

☎960-1000
越谷市夜間急患診療所(年中無休)
夜間に急病になったとき

診療科目
受付時間
診療時間
所 在 地

内科・小児科
19:30～22:30
20:00～23:00
東越谷10-31（越谷市保健所内）

もしものときは

電話で看護師に相談する

チャットで相談する
☎＃7119または☎048-824-4199
●埼玉県救急電話相談(24時間、無休)

●埼玉県AI救急相談
右記の二次元コードを読み取るか、
｢埼玉県AI救急相談｣で検索

急病について相談したいとき・緊急に
診療してくれる医療機関を探したいと
き(歯科・口腔外科・精神科を除く)

こう  くう

いずれも医療行為ではなくアドバイスを行うものです

☎048-762-8026、D048-816-5801
●埼玉県受診・相談センター(9:00～17:30)

☎0570-783-770、D048-830-4808
●県民サポートセンター(24時間、無休)

●埼玉県指定診療・検査
医療機関検索システム

受診すべきか迷う際の相談、
受診先の確認

発熱などの症状が出たとき

検索はこちらから▶

　必ず事前に各医療機関へ電話連絡し、医療機
関の指示に従ってご受診ください。医療費が通
常と異なる場合があります。また、4月29日㈷
～5月5日㈷に診療を行う医療機関を市ホーム
ページに4月下旬に掲載予定です。
＊　発熱がある方の診療が可能な医療機関
　　新型コロナウイルス検査実施医療機関
4月29日㈷
▷南埼玉病院　☎965-1151
増森252/精・神・心療
▷　　  松本クリニック　☎963-4976
花田1-35-18/内・循・小
▷　　  北越谷そめやクリニック　☎976-1717
北越谷4-21-10/内・消内
▶竹村歯科　☎966-4633
花田3-6-7/歯・小歯
5月3日㈷
▷越谷レイクタウン内科　☎967-5012
レイクタウン8-10-6レイクタウンDMビル2階/
内・糖内
▷　　  こしがや胃腸内科・皮膚科
☎973-7846　蒲生寿町4-18関根ビル1階/内
▷　　  しもかわクリニック　☎970-7770
袋山2048-1/内・小
▶浅沼歯科医院　☎988-8241
蒲生旭町7-2/歯・小歯
5月4日㈷
▷　　  多田小児科クリニック　☎963-0352
東越谷6-23-13/小
▷　　  順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
☎975-0321　袋山560/内
▷　　  おおさとファミリークリニック
☎971-3043　大里193-1大里メディカルプラザ2
階/内・循内・代謝内
▶平井歯科クリニック　☎964-8081
南越谷3-16-2/歯・矯歯・小歯
5月5日㈷
▷まつもと内科　☎970-4976
北越谷4-3-12ブリリアンレジデンス102/糖内・

内・内分泌
▷　　  越谷ふれあいクリニック　☎960-5380
赤山本町10-16モンテルージュ1階/小外・外・
小・内
▷　　  新越谷病院　☎964-2211
元柳田町6-45/内
▶中井歯科クリニック　☎975-8228
東大沢3-1-20/歯・小歯

　骨粗しょう症検診(超音波による骨密度測定)
▶日程：6月14日㈬～8月5日㈯
▶内容：内かかとの骨の骨密度測定
▶対象：20歳以上の女性(平成16年3月31日以前
に生まれた方)
▶費用：1,000円。無料になる方がいます
▶持ち物：タオル、健康保険証
▶申込み：4月10日㈪から電子申請
で申し込み
楽しく歩いてポイントを貯めよう！　埼玉県コ
バトン健康マイレージの新規参加者募集中！
　スマートフォンまたは専用の歩数計で｢埼玉
県コバトン健康マイレージ｣に参加すると、県
と市それぞれのポイントが貯まります。
▶対象：市内在住で18歳以上の方
▶費用：無料。歩数計で参加する場合は送料
650円(税込み)
▶申込み：ホームページまたは郵送
で申し込み
∫埼玉県コバトン健康マイレージ事務局☎057
0-035810
　高齢者肺炎球菌予防接種
▶期間：4月1日㈯～令和6年3月31日㈰
▶対象：市内に住民票を有し、令和5年4月1日
～6年3月31日の間に65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳になる方で、23価肺
炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を初めて接
種する方
＊4月初旬に65歳の対象者に受診券、70歳以上
の対象者に案内はがきを送付します

注意！　有害植物による食中毒
　例年、山菜
狩りなどで誤
って有害な野
草を採取し、
食べたことに
よる食中毒が
発生していま
す。食用の野
草と確実に判断できない植物は、絶対に｢採ら
ない、食べない、売らない、人にあげない｣よ
うにしましょう。
　また、野草を食べて体調が悪くなったとき
は、すぐに医師の診察を受けましょう。
∫生活衛生課☎973-7533
　HPVワクチン任意接種の費用助成
▶申請期間：令和7年3月31日まで(必着)
▶対象：子宮頸がん予防ワクチン
(HPVワクチン)を、定期接種の対象
年齢を過ぎてから自費で接種した方
　ヘルスメイトの会員募集中！　～越谷市食生
活改善推進員協議会～
　食生活改善推進員(ヘルスメイト)とは、地域
の人々とともに、食生活を通じて元気で活力あ
る健康なまちづくりを推進していく
ボランティアです。いつでも、どな
たでも入会でき、資格等は必要あり
ません。詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
ひきこもりかもしれない方々のための｢居場所｣
　人と接するのが苦手、家や部屋から出ること
に不安がある、｢もしかしたらひきこもりかも
しれない｣、｢将来が心配｣。さまざまな方が集
える『居場所』です。決まったプログラムはな
く、ゲームや談話など、自由に過ごせます。
▶日時：毎月第2水曜日、14:00～16:00
▶会場：中央市民会館4階相談室(7月以降は
ホームページをご確認ください)
▶対象：市内在住でひきこもりかもしれない方
▶申込み：当日会場へ
∫こころの健康支援室☎963-9214

休日当番医

お知らせ

4/4㈫・18㈫、13:00～15:00
開催日の１週間前までに電話で下記へ

∫越谷市薬剤師会事務局（東越谷10-31保健
センター3階）☎960-4100

薬の相談日

　特に記載がない場合の会場は健康づくり推進課(保健センター)、費用
は無料。　の問い合わせは健康づくり推進課へ。おかけ間違いにご注意
ください。
　コバトンは埼玉県コバトン健康マイレージポイントの対象事業です。
　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、各種事業を中止また
は延期する場合があります。
∫健康づくり推進課(〠343-0023東越谷10-31)☎960-1100、D967-5118

左：ニラ、右：スイセン(有毒)

発
検

発 検

発 検

発 検

発 検

発 検

発 検

発 検

発 検

発 検
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振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

　歯科健診・相談～歯つらつ！　お口の健康～
▶日時：4月26日㈬、13:30～15:00
▶定員：20人
▶申込み：電子申請または電話で申
し込み。歯科健康フェアの表彰対象者の募集も
兼ねています。詳しくは健康づくり推進課へ
　在宅訪問歯科保健事業
▶期間：令和6年3月31日㈰まで
▶内容：歯科健診・相談、指導等(治療は行い
ません)。1人につき年1回
▶対象：体が不自由で歯科医院へ行くことが難
しい方。かかりつけ歯科医師のもとで治療・指
導を受けている方は対象外

▶申込み：事前に保健センター、またはこしが
や保健ガイドの歯科健診等実施医療機関一覧に
掲載されている歯科医療機関へ

コバトン健康体操教室
▶日時・会場・定員：下表のとおり

▶内容：健康チェック、講話、体操など
▶対象：市内在住で運動制限がなく、全日程出

席できるおおむね40歳以上の方
▶持ち物：飲み物、タオル、室内用
運動靴
▶申込み：4月3日㈪～9日㈰に電子
申請で申し込み(1人1会場まで)。応
募多数の場合は抽せん。定員に達し
なかった場合のみ、4月12日㈬～17
日㈪に電話で申し込みできます
∫スポーツ振興課☎963-9284
　コバトンラク楽！　男の料理教室｢焼き物料
理に挑戦｣
▶日時：5月26日㈮、10:00～13:00
▶対象：市内在住の男性24人
▶材料費：500円
▶申込み：4月11日㈫から電子申請
または電話で申し込み

講座・教室

健(検)診・相談

　近隣の戸田市の学校で、教員が刃物で切りつけられてけがをし、高校生が逮
捕されたというニュースが報じられました。こうした事件ではとかく加害者の
方に目が向きがちですが、被害者とご家族・ご遺族は、事件によって生活が一
変し、その影響は、事件が報道されなくなったあとも続きます。犯罪被害者や
その関係者が必要としている支援とは、どのようなものでしょうか。
　しばしば｢心のケア｣が取り上げられます。しかし、これは必要な支援のごく
一部にすぎません。事件の直後は、司法解剖や捜査協力、治療、葬儀、各種の
届け出に追われます。現場が自宅であれば、｢その夜どこで寝るのか｣という危
急の問題に直面しますし、マスコミの過熱取材に囲まれると、通勤・通学も、
買い物や犬の散歩といった日常の生活を取り戻すことも難しくなります。医療
費や転居費用など予定外の支出や、生活費などの経済的な問題にも直面しま
す。少し時間がたつと、刑事裁判などの司法手続きが始まります。それまで抱
いていた裁判のイメージとは異なる現実に直面し、戸惑い、落胆し、後悔した
り失望したりする被害者も少なくありません。また、第三者から誹謗中傷、心
ない言葉を投げかけられることもあります。
　犯罪は、私たちの生命・健康・財産、その後の生活や人生に甚大な影響を及
ぼすだけでなく、他者や社会への一般的な信頼や安心を壊してしまいます。犯
罪被害を｢なかったこと｣にするのは不可能でも、前掲のような問題を防いだ
り、その影響を和らげ、社会に対する被害者の信頼を守ることはできます。そ
うした取り組みの一つが、被害者条例です。自治体が、被害者を主に生活面か
ら支え、サポートすることを明記する法であり、現在、全国の自治体が続々と
制定しています。

ホームドクター
617

訪問診療について
～あなたや家族が通院できなくなったら～

越谷市医師会
こしがや在宅クリニック
☎945-0516
角田　修

　訪問診療とは、病状の悪化などにより通院
が難しい患者さんのご自宅を医師が定期的に
訪問し、診察、検査、処置、処方などを行い
ます。｢内科(外科)外来が定期的に出張してく
る｣と想像していただくと分かりやすいかもし
れません。急に体調が悪くなった場合には臨
時の診察(往診)や電話相談で対応します。病状
によっては病院へ紹介することもあります。
｢住み慣れた自宅などで過ごしながら療養する
ことができる｣というのが訪問診療のメリット
です。その他、入院治療と比較して経済的な
負担が少なくなる場合が多いこともメリット
のひとつと言えます。訪問看護、リハビリ、
薬局、訪問介護(ヘルパー)、デイサービスな

ど、他の医療や介護サービスと連携して、在
宅で療養する患者さんやご家族をサポートし
ます。
〇訪問診療を利用するには？
　介護サービスを受けている方は担当の｢ケア
マネジャー｣、介護認定を申請していない方は
｢地域包括支援センター｣、掛かりつけの病院
がある方や入院中の方は｢病院の相談員｣など
に相談してください。病状やお住まいの地域
などから適切な医療機関を案内してくれま
す。越谷市の方ですと、｢越谷市医療と介護の
相談窓口(☎910-9140)｣で、医療・福祉に精通
したスタッフに相談をすることができます。
〇訪問診療ではどんなことをするの？

　訪問診療ではさまざまな治療や処置、検査
を受けることができます。医療機関にもより
ますが、点滴、傷や床ずれの処置、酸素吸
入、人工呼吸器、経管栄養(胃ろう)、膀胱留置
カテーテル、人工肛門など、さまざまな処置
に対応しています。残念ながら大がかりな治
療や検査は難しいのですが、血液や尿の検
査、医療機関によっては心電図や超音波検査
も行います。
〇｢看取り｣はしてもらえるの？
　病院での治療が一とおり終われば通院で経
過を見るのが一般的です。特にがんや難病の
患者さんでは通院自体が困難であることが多
く、訪問診療を受けながらご自宅での療養を
希望する方が多くなってきています。その経
過の中で、ご自宅で最期を迎えたいと希望す
る方も多くいらっしゃいます。訪問診療で
は、そのような患者さんに対して苦痛の症状
をできるだけ緩和して最期を迎えるようお手
伝いすることもしています。

新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間が
令和6年3月31日㈰まで延長されました
∫新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎0120-701-333

＊④に該当する方で、オミクロン株対応2価ワクチンを未接種の方
は、5月7日㈰までに接種をお願いします(予約の受け付けは4月
30日㈰、17:00まで)

オミクロン株対応2価ワクチンの接種時期・回数について

①4月21日㈮から順次発送し
ます　②・③・⑤電子申請ま
たはコールセンターでの発行
申請が必要です(発送まで約3
週間かかります)。
＊すでに接種券をお持ちの方
には接種券の再発送は行
いません

基礎疾患を有する方等は接種券の発行申請が必要です

健康情報コラム
犯罪被害者・遺族に必要な支援を

埼玉県立大学　保健医療福祉学部
健康行動科学専攻　准教授　白岩　祐子

予約方法

●インターネット(予約サイト)

●電話（コールセンター）
☎0120-701-333
(9:00～17:00)

https://vaccines.
sciseed.jp/koshi
gaya/login

対象者(初回接種を完了した方)

12歳
以上

5歳
〜
11歳

①65歳以上の高齢者
②12歳～64歳で基礎疾患を有
する方、その他重症化リス
クが高いと医師が認める方
③医療従事者等
④上記以外の12歳～64歳の方
⑤基礎疾患を有する方、その
他重症化リスクが高いと医
師が認める方
⑥上記以外の5歳～11歳の方

5月7日まで 5月8日～8月

オミクロン
株対応2価
ワクチンを
未接種の場
合に限り、
1回接種で
きます

1回接種
できます

接種できません

1回接種
できます

日時
5月9日～7月18日の毎週火
曜日、9:15～10:45(5月30
日・6月20日・27日を除く)
5月15日～7月10日の毎週
月曜日、14:00～15:30(6月
26日を除く)

総合
体育館

荻島地区
センター

50人

30人

会場 定員

総合体育館

荻島地区セ
ンター

ひぼう

つのだ おさむ

ぼうこう

み  と



保 育 ス テ ー シ ョ ン

＊費用や持ち物については各施設にお問い合わせください。保育ステーションおよび子育てサロンの下記以外の子育
て講座・各種サロンの情報は、「こしがや子育てネット」をご覧ください
＊4月開催の講座については、広報こしがや3月号をご覧ください。講座の実施については各施設にお問い合わせくだ
さい。また、掲載している講座は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため中止になることがあります

子育て応援ナビ

4カ月～1歳のお子さんと
保護者10組

令和2年4月1日～3年3月31日生まれ
のお子さんと保護者10組

日時 講座名（内容）

5月11日㈭・18日㈭・25日㈭、
10:30～10:50

5月30日㈫、10:00～11:00

「動いて遊ぼう♪」～リズムや玉入れなど
体を動かす楽しさを感じよう～
子育てハンドメイド
「フエルトでアクセサリーを作りながら、
子育ての話をしましょう」

就学前のお子さんと
保護者＊予約不要

18歳以上の方10人

南越谷保育ステーション
（南越谷1-12-11イーストサンビル2 5階）

☎987-6300
▶申込み：4月6日㈭から電話で上記へ
(8:30～16:30)

日時 講座名（内容）

室内遊び(お話、親子で触れ合い遊び)

園庭開放(お話、保育園の遊具で遊んで
お友達を作りましょう)

▶申込み：5月1日㈪から電話で上記へ
(10:00～16:00)

レイクタウン保育ステーション
（レイクタウン4-4）☎940-6883

健　診 ∫健康づくり推進課☎961-8040

子 育 て サ ロ ン

4月25日㈫、
10:30～11:30

5月11日㈭、
10:30～11:30

5月18日㈭、
10:30～11:30

5月18日㈭、
13:30～14:30

5月25日㈭、
10:30～11:30

5月27日㈯、
10:30～11:30

4月10日㈪
4月21日㈮
4月25日㈫
4月14日㈮
4月17日㈪
4月24日㈪

　13:10
　　
　14:15
＊個別通知で
　指定された
　時間にお越
　しください

保健センター

令和3年8月1日～9日生
8月10日～16日生
8月17日～25日生

令和元年11月1日～9日生
11月10日～20日生
11月21日～30日生

母子健康手帳、フェイスタオル、健康診査
票、検温表、おむつ

母子健康手帳、採尿袋(起床直後の尿を入れ
てきてください）、健康診査票、検温表（必
要な方はオムツ、待ち時間に羽織るタオル）

5月9日㈫、
13:30～14:30

5月16日㈫、
10:30～11:30

5月25日㈭、
10:30～11:30

5月30日㈫、
10:30～11:30

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

育児はじめてさんの会(育児
や子育て情報の話と交流)

ライフオーガナイザーによる
専門講座「ゆるい片付け講座」

わらべうたであそぼ講座(わら
べうたや絵本、交流など)

5月生まれのお誕生会（手形・
写真・お話会など）

みんなのひろばフェリーチェ

令和5年1月～3月生まれの
お子さんと保護者

2歳までのお子さんと保護者

0歳のお子さんと保護者

5月生まれで就学前の
お子さんと保護者

水辺のまちづくり館
(レイクタウン4-1-4)

子育てサロン　ヴァリエ

水辺のまちづくり館
(レイクタウン4-1-4)

子育てサロン　ヴァリエ

サークル麦わらぼうしの
ベビーマッサージ

サークル麦わらぼうしの
親子からだ遊び

おともサークルRhymeの
リズム遊び

サークルコスモの
赤ちゃんと英語であそぼう

保育園の先生の
わくわくひろば

子育てサロン
（南越谷1-11-4新越谷駅ヴァリエ1階）☎961-3623

みんなのひろばフェリーチェ
（大沢地区センター内）

☎080-2244-9805（火曜・木曜・金曜・土曜日、10：30～15：30）
フェリーチェホームページhttps://www.hirobafelice.com

対象講座名（内容） 場所

健診名 日程 対象のお子さん（生年月日） 受付時間 会場 持ち物

講座名（内容） 対象場所

＊対象日以外で受診を希望する場合は、左記へご連絡ください
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください

▶申込み：4月10日㈪までに、メールの件名に「講座名」
を、本文に講座名・参加日・住所・親子の氏名（ふりがな）・
お子さんの月齢（講座当日）・電話番号を記入し、申し込
み専用アドレスk-kouza@koshigaya-syakyo.com
へ。応募は1人1講座のみで市内在住の方。抽せん。参加
可否を必ず返信します。月末までに返信のない方は、電
話でご確認ください

▶申込み：4月15日㈯までに、フェリーチェホームページか
ら申し込みフォームで申し込み。各講座に重複して申し込
みできます。市内在住の方。抽せん。参加可否を必ず返信
します。締め切り日以降1週間たっても返信のない方は、電
話でご確認ください

〜

5月11日㈭、10:00～11:00

5月18日㈭、10:00～11:00

ズーム

ライム

3カ月～6カ月のお子さんと
保護者10組

3カ月～6カ月のお子さんと
保護者8組

1歳のお子さんと保護者6組

1歳～3歳のお子さんと
保護者8組

6カ月～11カ月のお子さんと
保護者6組

就学前のお子さんと保護者6組

日時

5月12日㈮、
10:30～11:30

5月23日㈫、
11:10～11:50

5月24日㈬、
10:30～11:30

5月31日㈬、
10:00～11:00

ベビーサロン

ベビーリトミック

わらべ唄であそぶ
出張ひろばのかるがも広場

手遊びやわらべ唄
みるくZoomカフェ

つどいの広場はぐはぐ

宮本二丁目第一自治会館
(宮本町2-150-3)

WEB講座（Zoom）

3カ月～10カ月のお子さんと
保護者5組
歩き始めまでのお子さんと
保護者5組

就園前のお子さんと保護者8組

就園前のお子さんと保護者3組

つどいの広場はぐはぐ
（花田5-17-7）☎080-2055-2092

 はぐはぐホームページ
https://hug-hug-koshigaya.jimdofree.com

講座名（内容） 対象場所

▶申込み：4月14日㈮までに、はぐはぐホームページから
申し込みフォームで申し込み。市内在住の方。抽せん

日時

日時

対象

対象

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所

日時 講座名（内容） 対象

ステーションであそびましょう

リズム遊び

首が据わっている就学前
のお子さんと保護者8組
2歳・3歳のお子さんと
保護者8組　

▶申込み：4月3日㈪から電話で上記へ
(10:00～16:00)

北越谷保育ステーション
（大沢3-6-1パルテきたこし3階）☎970-8200 5月11日㈭、10:00～11:00

5月22日㈪、10:00～11:00

広報こしがや　令和5年（2023年）4月号20



　下記のほか、おひさまの子（東越谷8-41-1）、にこにこ（北川崎729-1）、ぽかぽか（南荻島330-1）
でも子育て講座を開催しています。詳しくは、「こしがや子育てネット」をご覧ください。子育て電話相談
は各地域子育て支援センターへ。

七左町1-347
（南越谷保育園内）

☎990-5003

すくすく

ぽっぷ0歳「身体測定・
母の日制作」

日時：5月10日㈬、
        10:00～11:00
対象：0歳のお子さんと
保護者10組
申込み：4月21日㈮から
電話で申し込み(14:00～
16:30)

袋山1956-1
（袋山保育園内）
☎979-0520

たんぽぽ

親子体育教室（体育専
任の先生と運動あそび）

日時：5月15日㈪、
　　　10:00～11:30
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：5月12日㈮に電
話で申し込み（13:00～
16:00）

南越谷1-12-11イースト
サンビル2-5階Ａ

（南越谷保育ステーション隣）
☎987-7088

のびるば広場

♪みんなで誕生会
「誕生した日や成長を親子
で振り返るひとときです」
日時：5月26日㈮、
　　　10:00～10:30
対象：5月生まれの在宅
のお子さん7組
申込み：5月8日㈪から
電話で申し込み(8:30～
16:30)

大間野町5-147-1
（認定こども園小牧内）

☎985-4890

こあら教室

2回連続講座きしゃぽっ
ぽ「パンやさんごっこ」

日時：5月24日㈬・31日
㈬、10:00～11:00
対象：就学前のお子さん
と保護者10組
申込み：5月15日㈪から
電話で申し込み(13:00～
16:30)

大竹815-1
（おおたけ保育園内）

☎977-5311

たけのこ

母の日製作

日時：5月12日㈮、
        10:00～11:00
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組

申込み：5月8日㈪から
電話で申し込み(13:30～
15:30)

レイクタウン8-3-5
（越谷レイクタウンさくら保育園内）

☎988-0863

げんき

子育て広場「ペープサー
トと絵本の読み聞かせ」

日時：5月23日㈫、
        10:00～10:45
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：5月8日㈪から
電話で申し込み(13:00～
16:30)

谷中町2-88-4
（松沢保育園内）
☎080-1058-3953

きらきら

子育て講座「赤ちゃんとの生
活Ｑ＆Ａ」ご相談タイム「困っ

ていませんか？」

日時：5月18日㈭、
　　　9:50～10:50
対象：0歳のお子さんと
保護者10組
申込み：5月8日㈪から
電話で申し込み(13:00～
15:00)

森のひろば

親子でふれあい遊び「かわ
いいおうたでタッチケア」
～子育て相談～

日時：5月22日㈪、
　　　10:00～11:00
対象：3カ月～5カ月の
お子さんと保護者10組
申込み：5月8日㈪、
13:00から森のひろばホー
ムページで申し込み

地域子育て支援センター

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

新越谷1-31-18
（認定こども園わかばの森ナーサリー内）

☎993-4154

相模町3-220-1
（の～びるこどもの家保育園内）

☎988-8180

おへその広場

みんなでつくりたい
おへその広場

「こいのぼり製作」
日時：5月11日㈭、
　　　10:00～11:00
対象：0歳のお子さんと
保護者10組
申込み：4月10日㈪から
電話で申し込み(9:00～
16:30)

川柳町1-582-1
（埼玉東萌保育園内）

☎973-7463

あおいとり

園庭・室内開放/
子育て支援

日時：月曜～金曜日、　
　　　9:30～16:30
対象：就学前のお子さん
と保護者
申込み：当日会場へ

平方3207-1
（越谷どろんこ保育園内）

☎970-2280

ちきんえっぐ

折り紙で「アンパンマン」
を作りましょう

日時：5月18日㈭、
10:30～11:30・13:00～
14:00
対象：2歳～就園前のお
子さんと保護者各4組
申込み：5月8日㈪から
電話で申し込み(10:00～
16:00）
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申請・手続き

手指衛生や換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします

就学援助申請の受け付けを開始します
∫学務課（第二庁舎3階）☎963-9281
　経済的な理由で就学が困難な小・中学生の保護者を対象に就学費用を援助します。
▶日時：4月11日㈫～令和6年1月31日㈬（日曜日の受け付けは4月16日㈰・5月21日㈰、9:00～16:00）。な
お、5月31日㈬までに申請し認定された場合は4月分から、6月以降に申請し認定された場合は申請月
の翌月分からの対象となります
▶会場：第二庁舎5階特設会場（6月1日㈭以降は学務課）またはお子さんが在籍する市内小・中学校（日
曜日は市役所のみ）
▶内容：学用品費、通学用品費、新入学準備費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行
費、スポーツ振興センター保護者負担金、学校給食費、児童生徒会費の援助（新入学準備費は、小学
校就学前（年長時）および小学6年生時に支給しています。前年度未申請の方のみ、小学1年生および中学
1年生時に支給します）
▶持ち物：印鑑（認印可）、通帳またはキャッシュカード（原本。ゆうちょ銀行の場合キャッシュカード不可）
▶申込み：保護者が直接会場へ。前年度認定された方も、毎年度申請が必要です

特別支援教育就学奨励費申請の受け付けを開始します
∫学務課☎963-9281
　保護者の経済的な負担を軽減し、特別支援教育を普及・奨励するため、就学費用を援助します。
▶日時：5月31日㈬まで（中途転入の方は随時受け付け）
▶会場：お子さんが在籍する市内小・中学校
▶内容：学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食
費、通学費、職場実習交通費、交流学習交通費の援助（通級指導教室に入級するお子さんの保護者
は、通学費のみ対象です）　　　
▶持ち物：印鑑（認印可）、通帳（原本）
▶申込み：保護者が直接会場へ。就学援助費も併せてご申請ください（認定基準、援助内容が異なり
ます）。就学援助費の対象となった場合、就学援助費が優先となります。前年度認定された方も、
毎年度申請が必要です

出産育児一時金の支給額が増額され
ます
∫国保年金課☎963-9154
　4月1日出産分から出産育児一時金の支給額が40万
8,000円(産科医療補償制度の加算対象となる場合は42
万円)から、48万8,000円(産科医療補償制度の加算対
象となる場合は50万円)に引き上げられます。

パパ・ママカフェがスタートします
∫子ども施策推進課☎963-9165
　飲み物を飲みながら、子育てアドバイザー
や皆さんでお話ししませんか。
▶日時：4月20日㈭、10:30～11:30
▶対象：3歳までのお子さんと保護者4組
▶会場：スターバックスコーヒー越谷イオンレイクタウ
ンkaze1階店
▶内容：子育てアドバイザーを交えて、お子さんの子育
てに関わる方どうしで交流
▶参加費：無料。飲み物代は各自負担
▶申込み：4月17日㈪までに電子申請で申し込み

　　　　　　　
　　　

お 知 ら せ

＊イベント、募集は22面に掲載しています

電子申請



〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所

広報こしがや　令和5年（2023年）4月号22
開館時間9:00～21:30

老人福祉センターの使用
には｢使用証｣が必要です
　初めてお越しの際は、住所・
氏名・生年月日の分かるもの(運
転免許証・健康保険証など)をお
持ちください。

　機能訓練の方法・腰痛予防・筋力向上などのリハビリについて、理学療法士・作業療法士に無料で相談できます。ひのき荘、くす
のき荘での4月の開催はありません。

保健センター
ゆりのき荘
けやき荘

休 館 日 4月3日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪・5月1日㈪

温水プール

トレーニングルーム

温水プール・トレーニングルーム使用上の注意

令和5年度第1期スポーツ教室開催

使用時間：▷第1部…9：30～12：00　 ▷第2部…13：00～15：30　
　　　　　▷第3部…16：00～18：30　▷第4部…19：00～21：30
＊温水プールの遊泳時間は各部終了時間の15分前まで
＊使用の際は水泳帽子の着用が必要です
＊3歳未満の方は使用できません
＊保護者１人につき、3歳～就学前のお子さんの同伴2人まで可
＊年齢を問わず、排せつが自立していない方は使用できません
＊各部開始から1時間後に１０分間の休憩があります

使用時間：9：30～21：15（更衣室の使用は21：30まで）
＊初めての方は初回講習会（予約制）の受講が必要です。直接または電話
で市民プールへ申し込み。初回講習会は開館日の１４：００から、１9：００から
で各回定員5人

＊高校生以上の方が使用できます

使用上の注意：混雑時には入場制限をすることがあります
使用料金：下表のとおり

　5月下旬から水泳教室、フロア教室（ピラティス等）を開催します。詳
しくは越谷市社会福祉協議会ホームページに掲載します。

リハビリなんでも相談

日時 場所 対象 費用 申込み
4月18日㈫、9:00～11:30
4月13日㈭、9:30～11:00
4月28日㈮、9:30～11:00

無料 当日会場へ

電話で健康づくり推進課（☎960-1100）へ

一般 小・中学生 ６０歳以上       一般
障がい者

小・中学生
障がい者

越谷市・草加市・三郷市・
八潮市・吉川市・松伏町
に在住・在勤・在学の方
上記以外の方

４００円

５２０円

３００円

３９０円

２００円

２６０円

２００円

２６０円

１５０円

１９０円

健診ホール
機能回復訓練室

茶道室

休館日：4月4日㈫・11日㈫・18日㈫・
25日㈫・5月2日㈫
令和5年度上期健康教室
日時 4月6日～9月28日の毎週木曜日(祝
日を除く)、第1部10:00～10:45・第2部
11:00～11:45
内容 初心者も参加できる軽い運動
対象 市内に住所を有する60歳以上の方
申込み 当日ひのき荘へ。第1部は9:30か
ら、第2部は10:00から整理券を配布しま
す

休館日：4月3日㈪・10日㈪・17日㈪・
24日㈪・5月1日㈪

生活・健康相談
日時 開館日の10:00～
12:00、13:00～15:00
対象 市内に住所を有する60歳以上の方

一部施設の利用休止のお知らせ
●教養娯楽室　4月26日㈬、午後

休館日：4月1日㈯・9日㈰・15日㈯・
23日㈰・29日㈷・30日㈰・5月3日㈷
～6日㈯

休館日：4月2日㈰・8日㈯・16日㈰・
22日㈯・29日㈷・30日㈰・5月3日㈷
～5日㈷・7日㈰

第35回わんぱく相撲越谷場所
∫（一社）越谷青年会議所☎966-0789
▶日程：5月13日㈯
▶会場：西体育館および出羽公園相撲場
（七左町4-223）
▶対象：越谷市・松伏町の小学校に通うお
子さん
▶申込み：上記二次元コードから申し込み
＊小学4年～6年生の優勝者は埼玉県大会
　への参加資格が得られます

プレーパーク
∫青少年課☎963-9308
▶日時：4月15日㈯・16日㈰・5月6日㈯・7日㈰、11:00～16:00。
小雨決行
▶会場：越谷総合公園（増林3-1）
▶内容：穴掘りや泥んこ遊びなど自由な遊びの体験
▶対象：どなたでも
▶参加費：無料
▶申込み：当日会場へ。事前に市ホームページから電子申請をすることで、
受付票の記入を省略できます

ちびっこくらぶ　
∫青少年課☎963-9308
▶内容：キャンプ、お楽しみレクリエーションなど（おおむね月1回程度の活
動）。越谷市青少年相談員協議会主催
▶対象：市内在住の小学生30人（抽せん）
▶年会費：1,500円（キャンプなどは別途実費がかかります）
▶申込み：4月21日㈮までに電話で青少年課へ

親子おはなし会を開催します　
∫図書館☎965-2655　　　
▶日時：4月26日㈬、15:45～16:20
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶内容：大型絵本の読み聞かせ等
▶対象：4歳～小学生のお子さんと保護者15組（お子さんのみの参加可）
▶申込み：4月4日㈫から電子申請で申し込み

春期親子ふれあい体操教室
∫スポーツ振興課☎963-9284
▶日時：5月19日～7月21日の毎週金曜日（6月2日・23日を除く）、
16:00～17:00
▶会場：西体育館（七左町4-223）
▶内容：親子で一緒に行う器械体操等
▶対象：市内の小学1年・2年生と保護者30組（抽せん。対象年齢未満のお
子さんをお連れの場合、有料で臨時保育室でお預かりします）
▶参加費：無料
▶持ち物：タオル、室内用運動靴、飲み物
▶申込み：4月3日㈪～9日㈰に電子申請で申し込み。または4月12日㈬～17
日㈪に電話でスポーツ振興課へ（電子申請で定員に達しない場合のみ）

募 集

イ ベ ン ト

布ぞうり作り講習会
日時 4月25日㈫、9:40～15:30
対象 市内に住所を有する60歳以上の方
10人
材料費 1,000円
申込み 4月10日㈪、9:30から参加費を添
えて本人が直接くすのき荘へ
＊詳しくは、くすのき荘へお問い合わせ
　ください

映画に親しもう～懐かしの映画鑑賞会～
日時 4月26日㈬、13:00～15:00
内容「いつでも夢を」(1962年)の上映
対象 市内に住所を有する60歳以上の方50人
申込み 当日けやき荘へ
移動図書館
日時 4月13日㈭・27日㈭、14:30～15:00
対象 図書館(室)の利用券をお持ちの方
＊詳しくは、図書館(☎965-2655)にお問
　い合わせください

市内に住所を有する
60歳以上の方各日8人

市内に住所を有する方8人

いきいき館

越谷市民プール
　　　　　　　　　　　　　

開館時間9:00～21:30
☎992-6602
増林3-2-2

老人福祉センター

ひのき荘
開館時間9:30～16:00
☎973-7903
川柳町2-507-1

老人福祉センター

けやき荘
開館時間9:30～16:00
☎965-5822
新川町2-55

老人福祉センター

ゆりのき荘
開館時間9:30～16:00
☎992-6601
増林3-2-2

老人福祉センター

くすのき荘
開館時間9:30～16:00
☎979-6600
大杉655ホームページ▶

 

取り組みの様子



掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　E…申込み　B…問合せ

各種相談（祝日・年末年始を除く）相談は無料です

●市民相談（原則電話相談）
〈一般（相続、離婚、賠償などの民事関係）〉
A毎週月曜～金曜日、9:00～16:30(12:00
～13:00を除く)
〈交通事故相談〉　A毎週月曜・木曜日、
毎月第1・３火曜日、9:00～16:30(12:00～
13:00を除く）。要事前連絡
いずれもDBくらし安心課（本庁舎3階）
☎９６３-９１５６
●消費生活相談（原則電話相談）
A毎週月曜～金曜日、9:30～15:30(12:00
～13:00を除く）　G商品・サービスの疑問
や、訪問販売のトラブル、多重債務など
　DB消費生活センター（本庁舎3階）☎
965-8886
●なんでも相談窓口
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15　G生
活で困っていることについての相談や窓
口の案内　DBなんでも相談窓口▷本
庁舎1階…☎963-9150、▷北部出張所…
☎978-4141
●弁護士による法律相談(抽せん)
A毎週水曜日、毎月第1・2・4金曜日、13:20
～16:20(第2金曜日は16:00～19:00)。毎月
第1日曜日、9:00～12:00　G法律上の諸
問題、交通事故の補償問題等　F6人　
E相談日2週間前の月曜～日曜日に電
子申請、電話、直接下記へ　DBくらし
安心課(本庁舎3階)☎963-9156
●司法書士法律相談(予約制)
A毎週火曜・水曜・金曜日、13:00～16:00。
毎週土曜日、10:00～13:00(予約は平日
10:00～16:00)　G裁判・その他法律、遺
言・相続・登記、成年後見・家事事件、クレ
ジット・サラ金、多重債務　DB埼玉司法
書士会越谷総合相談センター(越ヶ谷
2-8-24森田ビル202号)☎０４８-８３８-７４７２
●税務相談(予約制)
〈税理士〉　A毎月第1月曜日、10:00～
15:00(12:00～13:00を除く)　G確定申告

など　F6人　E5月分の予約は4月17日
㈪、9:00から電話のみで受け付け　DB

くらし安心課（本庁舎3階）☎963-9156
〈税理士会越谷支部税務相談所〉　A毎
週月曜・木曜日、13:00～16:00。要事前連
絡　D税理士会越谷支部税務相談所
(赤山町3-2-3野崎ビル2階、越谷税務署
前)　B関東信越税理士会越谷支部☎
962-6131
●登記相談(司法書士・土地家屋調査士)
A毎月第1水曜日、9:00～12:00　G登記、
供託、文筆、表示など　DBくらし安心
課（本庁舎3階）☎963-9156
●行政相談
A毎月第2金曜日、9:00～12:00　G行政
上の諸問題関係　DBくらし安心課（本
庁舎3階）☎963-9156
●行政書士相談
　(埼玉県行政書士会越谷支部)
A毎月第1金曜日、10:00～15:00（12:00～
13:00を除く）　G遺言、遺産分割協議
書、会社設立の書類作成など　DBくら
し安心課（本庁舎3階）☎963-9156

●内職相談
A毎週火曜・木曜日、10:00～15:30(12:00
～13:00を除く。受け付けは10:00～11:30・
13:00～15:00)　D第三庁舎4階相談室　
B経済振興課☎967-4680
●就職相談
A毎週月曜～金曜日(月曜～水曜日は要
予約)、9:00～17:00(12:00～13:00を除く。
受け付けは16:30まで)　D第三庁舎4階
相談室　B経済振興課☎967-4680
●経営・創業相談(予約制) 
A毎週月曜～金曜日、9:00～16:00(12:00
～13:00を除く）出張相談も可能　DBビ
ジネスサポートセンター1階☎967-2424
●労働相談(社会保険労務士)
A毎週金曜日、13:00～16:00(受け付けは
15:30まで)　D第三庁舎4階相談室　B

経済振興課☎967-4680
●事業所の求人相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～16:00　DB

ハローワーク越谷☎969-8609（ダイヤル
後、31＃）
●職業相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15。4月
15日㈯、10:00～17:00は電話による相談・
紹介のみ（5月以降の土曜日の開庁につ
いては右記へ）　DBハローワーク越谷
☎969-8609

●女性のなやみ相談、DV相談
▷A毎週月曜～金曜日、10:00～16:00
（12:00～13:00を除く）　DB女性・DV相
談支援センター☎963-9176　▷A毎週水
曜・金曜日、17:00～20:00(電話相談のみ)
　B女性・DV相談支援センター☎970-7
415
●女性のなやみ相談のみ
A毎週土曜日、10:00～16:00（12:00～13:00
を除く）　B女性・DV相談支援センター
☎963-9176（10:00～16:00（12:00～13:00を
除く）。土曜・日曜日、祝日を除く）
●人権相談（人権擁護委員）
▷A毎月第1・3木曜日、13:00～16:00　D

本庁舎4階相談室　B人権・男女共同参
画推進課☎963-9119　▷A毎週月曜～
金曜日、8:30～17:15（電話相談のみ）　B

みんなの人権110番☎0570-003-110

●青少年相談
A毎週月曜・火曜・水曜・金曜日、9:00～
16:00　DB青少年相談室(教育セン
ター内)☎964-0272
●教育相談
A毎週月曜～土曜日、9:20～16:40(電話
相談は月曜～金曜日、9:00～19:00。土曜
日、9:00～16:40)。メール相談は市ホーム
ページで「教育相談」を検索　DB教育

センター☎962-9300、962-8601、ハート
コール（子ども専用電話相談）☎962-8500
●家庭児童相談
A毎週月曜～金曜日、9:00～16:00(12:00
～13:00を除く)　B家庭児童相談室(子
ども福祉課)☎963-9319

●不動産相談
A毎月20日、10:00～15:00（12:00～13:00を
除く)　DB埼玉県宅建協会越谷支部
(越ヶ谷2-8-23)☎964-7611
●空家等相談(予約制) 
A毎月第2月曜日、13:３０～15:３０　DB建
築住宅課（本庁舎6階）☎９63-9205
●住宅リフォーム・耐震相談(予約制)
A毎月第3火曜日、9:30～11:30(予約は第
2火曜日まで)　DB建築住宅課(本庁舎
6階)☎963-9205
●マンション管理相談(予約制)
A毎月第3火曜日、13:30～16:30(予約は
第2火曜日まで)　DB建築住宅課（本庁
舎6階）☎963-9205

●介護相談（介護事業所で働く方）
A4月17日㈪、１部は10:00～12:00、２部は
19:00～21:00（相談員は、市職員（1部）、大
学教授（2部））　D宅建会館2階会議室Ａ
　E介護現場で働く方が相談員となる
ピアサポート形式を希望する場合は事前
に右記へ　B介護保険課☎９６３-９３０５
●生活自立相談よりそい
A毎週月曜～金曜日、9:00～17:00　D第
三庁舎2階生活福祉課内　G生活にお
困りの方の相談　B生活自立相談より
そい☎963-9212
●成年後見相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:00　D

中央市民会館1階越谷市社会福祉協議
会内　B成年後見センターこしがや☎
966-2281

市　民　相　談

福　祉　相　談

女性・人権相談

子ども・教育相談

仕事・経営相談

住 ま い 相 談

　来所時は、手指衛生や換気などの基本的な感染対策にご協力をお願いします

広報こしがや　令和5年（2023年）4月号 23
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